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и ─  

 ⁸ ≢ ↕╣╢ ─  

     

1  

河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する

公共溝渠
こうきょ

、かんがい用水路その他公共の用に供される水路（終末処理場に接続し

ている下水道を除く）。 

2  

有害物質や生活環境に係る被害を生ずるおそれのある汚水又は廃液を排出する
施設で政令で定めるもの。(p31参照) 
※政令：水質汚濁防止法施行令別表第1(No.1～74)に掲げる施設 

ただし、「瀬戸内海環境保全特別措置法」では、次の施設を除きます。⇒①下水道
終末処理施設、②地方公共団体が設置するし尿処理施設（農業集落排水処理施
設を含む）、③地方公共団体が設置する廃油処理施設及び廃油処理事業の用に
供する廃油処理施設 

3 
 

╖⌂⇔  

２０１人以上５００人以下のし尿浄化槽。 
（みなし指定地域特定施設は、水質汚濁防止法の適用を受けます。） 

4  特定施設（指定地域特定施設を含む）を設置する工場又は事業場。 

5  
指定地域（神戸市は全域が対象）内にある日平均排水量が５０ｍ３以上の特定事業
場。 

6  
カドミウムその他の人の健康に係る被害を生じるおそれがある物質として政令で定

める物質。 (p.38参照) 

7 
 

有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設（指定地域
特定施設を除く）。 

8 
 

有害物質使用特定施設を設置する特定事業場。 

9  
政令で定める重油その他の政令で定める油を貯蔵する貯油施設、又は油を含む
水を処理する油水分離施設（特定施設を除く）。油は、次のとおりです。⇒①原油、
②重油、③潤滑油、④軽油、⑤灯油、⑥揮発油、⑦動植物油 

10  
有害物質及び油以外の物質であって公共用水域に多量に排出されることにより人
の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定め
る物質  (p.38参照) 

11  
有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は指定物質を製造し、貯蔵し、使用し、若し
くは処理する施設 

12  指定施設を設置する事業場 

13 
 

有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設であって、当該施設から有害物質
を含む水が地下に浸透するおそれがある施設 

14  

特定事業場から公共用水域に排出される全ての水（雨水・冷却水等を含む）。 
当該特定事業場に設置される特定施設からの排水のみならず、特定施設以外の
施設からの排水も含めて、一体として「排出水」として規制の対象となります。 
なお、雨水は排出水にあたりますが、排出水の量には算入しません。 

15  
指定地域内事業場から排出される水のうち、間接冷却水及び雨水等を除いた工程
排水等の総量規制の対象となる排出水。 

16  
排出水を排出する場所。 
なお、特定事業場に２以上の排水口がある場合には、個々の排水口ごとに排水基
準が適用されます。 

17  特定施設から排出される汚水又は廃液。 

18  
有害物質使用特定事業場から地下に浸透する水で、有害物質使用特定施設に係
る汚水等（これを処理したものを含む。）を含むもの。 

19  炊事、洗濯、入浴等、人の生活に伴い公共用水域に排出される水。 

20  １日当たりの平均的な排出水の量。 (p.47参照) 

21  排出水の１日当たりの最大量。 
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工場又は

事業場の

概要 

届出（許

可申請）

の概要 

・工場又は事業場の概要：主な製品名、稼動日数、担当部署など、基本的情報を記入する。

有害物質を製造・使用・処理している場合には、その物質名・使用量等を記入する。 

・届出（許可申請）の概要：特定施設の設置（使用・変更）の理由及び内容を簡潔に説明し、ま

た汚染状態・排出水量・負荷量の増減等について記入する。 

（変更届の場合は変更前・変更後の両方を対比させて記入する） 

※水質汚濁防止法・瀬戸内海環境保全特別措置法で様式が異なります。 

法第 5条第１項（特定施設）に係る届出 

 

特定施設の 

構造 

・特定施設号番号及び名称は、水質汚濁防止法施行令別表第１の該当する施設番号及びそ

の名称を記入する。 

・同型の施設を同時に複数設置する場合は、まとめて記載してよい（施設数を記入する）。 

・型式は、メーカー名・機種名を記入する。 

・構造は、施設の主要部分の材質を記入し、汚水等の汚染状態に影響を与えるおそれがあ

る部分の材質については、必ず記入する。 

・能力は、施設の公称最大能力を記入する。 

・有害物質使用特定施設の場合は、その他参考となるべき事項の欄に、使用物質名・使用

量、施設の床面及び周囲の構造等を記入する。 

─

 

特定施設

の設備 

（有害物質使用特定施設のみ必要） 

・特定施設に付帯する配管等の設備について記載する。 

・漏洩検知設備等がある場合は構造欄に記載する。 

・配置の欄には付帯設備の配置を記載する。地下に設置されている場合はその旨を明記す

ること。          ※瀬戸内海環境保全特別措置法に係る申請書別紙７に相当します 

 

特定施設の 

使用の方法 

・汚水等の汚染状態の欄には、操業状態を考慮して計画値を記入する。排水基準に定めら

れた事項のうち、ＣＯＤ、Ｔ－Ｎ（窒素）、Ｔ－Ｐ（りん）、使用又は発生等の可能性のある有害

物質等については必ず記載する。 

※原料に含有、副生成等により存在すると推定されるものも記載すること。 

・有害物質使用特定施設の場合は、その他参考となるべき事項の欄に、使用物質名・使用量

を必ず記入する。 

 

汚水等の 

処理の方法 

・設置（変更）しようとする特定施設から排出される汚水等を処理するもの全てを記入する。 

・し尿処理施設（72 号）のように、処理施設自体が特定施設である場合は、別紙 1･2 と別紙３

両方に同じ内容を記載する。 

・汚水等の汚染状態及び量の欄には、別紙２で記載した項目について同様に記入する。 

・排出水の排出方法は、排出口の位置・数・排出先も含めて記入する。 

・残さの処理方法で、業者等に委託する場合は、委託先の処理業者名を記入する。 

 

排出水の 

汚染状態

及び量 

・排出水の汚染状態の欄には、別紙２・別紙３と同様に記入する。 

※排水基準に定められた事項のうち、特定施設等にかかわらず、事業場内で使用するなど

排出水中に存在すると推定される項目について全て記載すること。 

・工場の排水口から公共用水域に排出する全ての場所（排水基準が適用される場所。雨水専

用排水口も含む）を記入する。 

・その他参考となるべき事項には、排出先の公共用水域（河川名等）を記入する。 
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排出水の

排水系統

別の汚染

状態及び

量 

・指定項目の別（ＣＯＤ、窒素、りんの３項目）に作成する。 

・業種その他の区分が同じであっても、排水口別・特定排水区分別（特定排出水、間接冷却

水、減圧用排水、生活排水、その他）・業種区分別に、詳細に分けて記入する。コード番号は

「第７次水質総量規制関係資料」参照。 

 

用水及び

排水の系

統 

・系統のフロー図には、水量（最大値・通常値の両方）を記載すること。 

・用途は、「原料用水」「洗浄用水」「冷却用水」「ボイラー用水」「生活用水」「その他」などに区

分する。 

・使用水は、「上水道」「工業用水」「地下水」「河川水」「海水」「その他」などに区別する。ま

た、循環使用水は、その旨を併せて記載する。 

・用水使用量は、最大値・通常値の両方を記入する。 

法第 5条第 2項（有害物質使用特定施設のうち、排水を地下浸透）に係る届出 

  別紙７～９、11： 別紙１～３、６と同様に記載する。 

  別紙 10 ： 浸透施設の位置は、詳しく図示すること。 

法第５条第３項（有害物質貯蔵指定施設・有害物質使用特定施設（第１項・第２項を除く））に係る届出 

  別紙 12～15：別紙 1、１の２、２、６と同様に記載する。 

添付資料 

 工場付近見取図  

 

・周辺公共用水域が分かるもの。１／１万～１／２万５千程度の図面に、工場

から主要河川（海域）に流入するまでの排水経路を明示する。 

 工場内の配置図  ・特定施設、貯蔵指定施設、その付帯設備、関連する主要機械・装置、汚水処

理施設等の配置を敷地平面図・建物各階平面図に明示する。  

（別紙１、１の２、２、３、７、８、９、12、13、14の関係資料として） 

 特定施設等の 

構造図 

・特定施設、貯蔵指定施設の立面図、平面図及びその他参考になるもの。主

要寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ、単位も）を明示する。 （別紙１、７、12の関係資料として） 

 有害物質使用特

定施設等の周囲の

構造図 

・有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設の床面及び周囲の立面

図、平面図、材質その他参考になるもの。主要寸法を明示する。 

（別紙１、７、12の関係資料として） 

 有害物質使用特

定施設等の設備の

構造図 

・有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設に付帯する配管等設備の

立面図、平面図、材質その他参考になるもの。主要寸法を明示する。 

・漏洩検知設備等があれば、設置箇所・検知方法に関する資料を添付する。 

（別紙１の２、13の関係資料として） 

 特定施設等を含

む操業系統図 

・特定施設、貯蔵指定施設を含む操業の系統を明示する（フローシート）。 

（別紙２、８、14の関係資料として） 

 工場排水経路図 

（排水口の位置図

を含む） 

・工場内の排水経路（工程排水の他に冷却水、生活排水、雨水も示すこと。）

を排水系統別に平面図に明示する。 

・排水口（雨水専用排水口を含む）の位置を１／1,000～１／2,500程度の図面

に、明示する。 （別紙３、９の関係資料として） 

 汚水処理施設の 

構造図 

・立面図、平面図及びその他参考になるもの。主要寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ、単位も）

を明示する。 

・汚水処理施設に関連する主要機械、主要装置を含む配置図を添付する。 

（別紙３、９の関係資料として） 

 汚水等の処理 

系統図 

・汚水処理施設・関連施設をフロー図に明示する。 

水量（最大値・通常値の両方）を記入すること。（別紙３、９の関係資料として）       

10 特定施設等の一

覧表 

・工場にある全ての特定施設・有害物質貯蔵指定施設について記入する。 

・変更後の場合、変更分だけではなく全体分を記入。 
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11 有害物質取扱い

状況 

・事業場内における有害物質取扱い状況、測定方法について記載する。 

12 点検等実施方法 ・有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設の構造について、定期点

検箇所、方法、頻度に関する一覧表を作成する。 

・同様に使用方法について、第８条の７第２号に定める「管理要領」を作成す

る。 

 

─  

 特定排出水等の汚染状態
の計測方法、計測場所等 

・測定場所が複数あるときは，地点ごとにまとめる。 

・ＣＯＤ・窒素・りんの３項目について記入する。 

・測定機器のカタログの写しを添付する。 

・排水経路図に測定点を示す。また，自動計測の場合，採取位置，

計測機器設置場所を示す。 

・換算式の検証に用いたデータ・散布図を添付する。 

 特定排出水等の量の計測
方法、計測場所等 

・ＣＯＤ・窒素・りんの３項目について記入する。 

・排水経路図に測定点を示す。また，流量計以外の場合，計測場所

の断面図等を記載する。 

 特定排出水等の１日当たり

の汚濁負荷量の算定方法 
窒素・りんの届出にあわせてＣＯＤを再掲し，ＣＯＤ・窒素・りんの３

項目について記入する。 

 

 

─ ≤ ─ ⌐≈™≡             ⌐≈™≡│ 22  

   

─ ќ ⁸  

 

  

ќ ה    

ќ ⇔    

─ ⁸ ╩   │ β 

β ה ─ ╩ ∆╢ ⁸ │  

  ↕╣⌂™ ⌐≈™≡│⁸ ⅝ ⅝  
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─ ה  

  ≢│⁸ ⁸♄▬○◐◦fi ⌐ ∆╢ ╩

⇔⁸⅛≈ ⅜ 50 ─ │ ─ ≤⌂╡╕∆⁹

⌐ ≠ↄ ╩ ∫√ │⁸ ≤⇔≡ ⌐╟╢ │ ≢∆⁹ 

 ⇔⁸ ⇔⌂╖ה ─ ה ⁸ ⌐ ╢

╩ ↕∑╢ │⁸ ⌐ ≠ↄ ⅝⅜ ≢∆⁹ 

ה  ⅝─  ⅝─  ⌂  

─ ╗  

  

 

 

 

─ 

ﬞ  

 

ה  

ה ( )  

ה 12 

ה ─  

ה  

─   

 

─ ⌂ ╩ ↄ  

 

 

─ 

ﬞ

─ │

ﬞ  

ה  

ה ( ה(

12─℮∟  

ה ─  

ה ≢⅝╢

 

─   

ה  

 p10  

 
⇔√ ⅛╠

30  

ה  

ה ( ה(

12─℮∟  

ה ─  

ה  ─ │

ה ⁸ ה ─

    

 
⇔√ ⅛╠

30  

ה  

│

 

─ ╩ ─ ╡

ה↑ ה ה ה  

      10  

   
⇔√ ⅛╠

30  

ה  

│

 

─   

─ ╩ ⅝⁸ ⌐

⅜   

 

  

⇔√ ⅛╠

30  

ה  

β (p29)  

 

╩⇔√ ─ ⅜  

≢⌂↑╣┌ ╩ ⇔≡│⌂╠

⌂™)  

 ⌂ↄ ה  

↓─ ⌐⁸ ⌐╟╡⁸ ─ ⅜ √⌐ ≤⌂∫√ │₈ ₉

─ ⅜ ≢∆⁹ 

⌐≈™≡│⁸ ╩ ⅝⁸ⱨ꜠◐◦Ⱪꜟ♦▫☻◒⌐╟╢ ⅝⅜ ≢∆⁹ 

( )  ⌐ ╢ │⁸ ⌐ ╢ ─

╩ ↄ ⌐ ⇔╕∆⁹ 

 

─  

  ⌐ ╢ ≤ ≢∆⁹ 

  ⇔⁸ ─ ⌐≈™≡│⁸ ≢ ╘╢ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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─ ה ⌐ ℮ ה ─ ⌐≈™≡  

  ╩ ה ∆╢ │⁸ ⌐ ∂≡ ⅝ ⅜ ⌂╡╕∆─≢↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

─  

⅜50 ─ ≢⁸ √⌐

╩ ∆╢≤⅝ 

 

 

╩ ∆╢↓≤⌐╟╡⁸ √⌐ ⅛╠

─ ⅜50 ≤⌂╢  

 

╩ ╘⁸ ─ ⅜  

─ ⌐╟╡⁸ √⌐ ⅛╠─

⅜50 ≤⌂╢  

 

╩ ╘⁸ ─ ⅜  

╩ ∆╢ ⌐⅔™≡⁸

╩ ∆╢↓≤⌐╟╡⁸ ⅜50  

≤⌂╢≤⅝ 

─ ⌐≈™≡  

─  

ה ─ ─ ╛ ─ ⌐╟∫≡⁸ √⌐ ⌐ ∆╢╟℮⌐⌂∫√ ╛⁸

─ ⅜ ╦╢ │ ™⌐⌂╡╕∆⁹ 

ה ─ ⌐ ™⁸ ╛ ⌂≥⅜ ╦╢ ⌐│⁸ ⌐ ⅜  

≢∆⁹ 

ה ─ ⅎ │⁸ ה ─ ⅝⅜ ≢∆⁹ 

 

ה ─  

   ⌂ │ ─╖≢∆⅜⁸∕─ │ ⅜ ≢∆⁹ 

ᵑ 1  

 ⇔╟℮≤∆╢  

 

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸  

⁸ ⁸ ⌂≥ 

─ ⁸ ⌂≥ 

⁸  

 

╖⌂⇔  

╩ ╗  

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ 

⅛╠ ╕≢─ ה  

⁸ ⌂≥ 

ה ⌐ ∆╢ ─ ⁸ ⌂≥ 

⁸ ⁸ ≤╙ ⁸ ↕─ ⁸ ⁸ ⌂≥ 

⁸  

⅛╠─ ─ ╩ ╗  

─ ⁸  

⅛╠─ ─ ⁸ ┼─ ╙  

─ ⁸  

⌐╟╡ ⅜50 / ⌐⌂╢ │⁸ ─

⅝╩ ℮↓≤⌐╟╡⁸ │ ≤⌂╡╕∆ ─ │ ⁹ 

 

ᵒ  

─™∏╣⅛╩ ⇔√≤⅝ 

①様式第１の別紙１～３までの「その他参考となるべき事項」の欄に記載した事項 
②様式第１の別紙４・５の「その他参考となるべき事項」の欄に記載した事項（排出水の量又は排水系

統別の水量に係るものに限る） 

─™∏╣⅛╩ ⇔√≤⅝ 

①許可に係る排出水の汚染状態（排水系統別の汚染状態を含む。）のみに変更があった場合。 

②用水量、用水及び排水の系統に変更があった場合。 

③有害物質使用特定施設の設備に変更があった場合。 
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ה ה ─ ⅝ 

─  ⌂  

 

Ҝ  
⌐╟∫≡ ↕╣√ ⅜⁸

ה ⌐ ↕╣√ ⁸™∏╣╙
⌐⌂∫√↓≤╩ ∆⁹ ⁹ 

 

11 ─  

11 ─  

 Ҝ  
─  

11 ─  

 Ҝ  

 

10 ─  

11 ─  

 Ҝ  
─  

11 ─  

 Ҝ  
─ ─  

 

 Ҝ  

─ ─ ┘ ─

10 ─  

 

 Ҝ  

─ ┘ 10 ─

 

 

 Ҝ  
─ ─  
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╩  

 

ה ⌐    

ה  

ה ⅜ ┼  Ҟ ⅛╠  

 

ה   

 

  

⌐≈™≡  

   │⁸ ⅜ ∆╢╟℮⌂ ╩ ⅔℮≤∆╢≤⅝│⁸ ╩

⌐ ∆╢ ─ ⅝⅜ ≢∆⁹ 
 

─ ה  

  
│  

╩  ⅜  

   

変更許可申請であり(１)～(２)のいずれ
かに該当するもの 

(１)次のすべてに該当するもの 

① 汚水等を処理していないときは、
特定施設使用時に汚水等の水量・
水質のいずれも増加しないこと 

汚水等を処理しているときは、処
理後の水量・水質のいずれも増加し
ないこと 

② 排水口の位置・数、排出水の排出
の方法に変更がないこと 

(２)次のすべてに該当するもの 

① 各排水口における水量・水質のい
ずれも増加しないこと 

② 排水口の位置・数、排出水の排出
の方法に変更がないこと、又は廃止
すること 

次のいずれかに該当するも
の 

① 設置許可申請で、排出先ご
との汚濁負荷量が増加しない
もの ＜注※＞ 

② 左記以外の変更許可申請
で、排出先ごとの汚濁負荷量
が増加しないもの ＜注※＞ 

 

＜注※＞ 

 「排出先ごとの汚濁負荷量が
増加しない」とは、排出水の放
流先の水域が２以上ある場合
は、そのいずれの水域におい
ても汚濁負荷量が増加しないと
きをいう 

左記以外のもの 

（汚濁負荷量が増加） 

必要部数 ― ４部 ５～20部※ 

申請概要の告示 ― 神戸市公報に掲載 

関係府県知事・市町
村長へ意見照会 

― ― 
告示文と事前評価書

を送付 

事前評価書の縦覧、
利害関係者の意見
書提出 

― 告示日の翌日から３週間 

周辺公共用水域の
範囲の決定 

― 省略可 
最大排出水量から決

定 

現況水質の測定 ― 

既存資料を利用してよい 

既存資料がない場合は代表的

な一点 

必 要 

将来水質の予測 ― 不 要 必 要 

β ─ ⌐╟∫≡ ⅜ ⌂╡╕∆─≢⁸ ╕≢⅔ ™ ╦∑ↄ∞↕™⁹ 

 

⅝─ ╣ 
 
 

Ҝ  30    Ҝ      

 

Ҝ                                  Ҝ        Ҝ  

                                                   30   

                         

 

 

Ҝ                Ҝ       Ҝ  

      │ 
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─     

項 目 作成要領 

表 紙 
・日付、申請者の住所及び氏名、工場又は事業場の所在地及び名称

は、許可申請と同じ表現を用いること。 

１ 許可申請書の概要 

１－（１） 
・特定施設の設置（変更）の理由及び内容を簡潔に説明し、水量及び汚

染状態の増減について記入する。 

・変更の場合は、変更前と変更後の両方を記入する。 

・水量及び汚染状態が増加する場合は、１－（２）は記入しなくてよい。 

・許可申請の別紙１、別紙２の内容と矛盾しないこと。 
１－（２） 

２ 工場又は事業場からの

排水経路並びに工場又は

事業場の排水口の位置及

び数 

２－（１） 
・工場から公共用水域までの排水経路を、別図１に記入する。 

・工場内の排水経路・排水口（雨水を含む。）を、別図２に記入する。 

２－（２） ・排水系統・排水経路を、水量を含めてフロー図に記入する。 

３ 工場又は事業場の各排水口におけ

る排出水の汚染状態の通常の値及び

最大の値、当該排出水の１日当りの通

常の量及び最大の量並びに当該排出

水の汚濁負荷量 

・申請に関連する排水口の水量・水質・汚濁負荷量・負荷量の増減を記

入する。 

・許可申請の別紙４の内容と矛盾しないこと。 

・排水口が２か所以上ある場合は、全体の水量・汚濁負荷量・負荷量の

増減を下段に記入する。 

・全体の水質は、加重平均値とすること。 

４ 工場又は事業場の排水

口の周辺の公共用水域に

ついて定められている水質

汚濁に係る環境基準その

他水質汚濁に係る環境保

全上の目標に関する事項 

４－（１） 
・水質汚濁に係る環境基準について（昭和４６年環境庁告示第５９号）の

別表１「人の健康の保護に関する環境基準」を記載する。 

４－（２） 

・排出先の河川・海域それぞれについて記入する。 

・環境基準点が設定されていなければ、無記入でよい。 

・環境基準類型が設定されていなければ、基準値とも無記入でよい。 

・基準値の詳細は、神戸市環境局に確認すること。 

４－（３） 
・♄▬○◐◦fi ⌐ ≠ↄ ╩ ∆╢⁹ 

・また、４－（１）、（２）以外に定められている場合、記入する。 

５ 周辺公共用水域の水質

の現況及び排出水の排出

に伴い予測される周辺公共

用水域の水質の変化の程

度 

５－（１） 

・河川域・海域にわけて測定点ごとに２～３日分（最低1週間間隔で２～

３時期（排水量による。）各１日以上）の各測定値、日平均値、総平均値

及び将来水質を記入する。 

・将来水質予測を省略できる場合には、神戸市等の既存測定結果を利

用してよい。 

・将来水質予測を省略できる場合で、既存測定結果がない場合には、

代表的な１点で１日３回測定し、その値を記入する。 

５－（２） 利水状況の概要（用途、規模等）を記入する。 

５－（３） 

・汚濁負荷量の増加の有無を記入する。 

・汚濁負荷量が増加する場合には、公共用水域での影響範囲を記入

し、予測計算を行う。 ｐ１4参照。 

６ その他当該特定施設の設置等が環

境に及ぼす影響についての事前評価

に関し参考となるべき事項 

・事故防止対策、公害防止体制、汚水処理施設の維持管理体制につい

て記入する。 

別図１ （工場付近見取図、工場から公

共用水域までの排水経路図） 

・周辺公共用水域がわかる地図に、工場の位置、排水経路、水質測定

点、環境基準点、上水・農業用水等の取水点、養殖場等の利水点等を

記入する。 

別図２ （工場内の排水経路図） 
・工場内の全排水経路・全排水口（雨水も含む。）位置を記入した平面

図に、申請に係る排水口を明示する。 
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 o ─  

 ⅜ ⌂  
╩

≢⅝╢  

─

 

⌐ ⅜ ∆╢ ─ ╩ ╗⁹ ╩ ™
≡⁸ ─ ⌐╟╡ ╘√ ╩ ≤∆╢ ⅜１０,０００

─≤⅝│ ─ ─ ≤∆╢⁹ 

ｌｏｇ ɝ ＝１．２２６ ｌｏｇ ＋０．０８６・・・新田式 

─  

ɝ ꜝ☺▪fi  ⌐ ⌐ ∆╢≤⅝│ɝ ɥ 

─ ╩ ╗⁹  
・排水口が２か所以上あるときで上式で求めた半径ｒ（又は２ｒ）の円内水域が重なる場合には、これらは一
体のものとみなされる。統合の方法は、神戸市環境局と協議すること。 
・河川域に排出するときで、周辺公共用水域の範囲が海域まで及ぶ場合には、河口の流心を円の中心と
し、新設分を含む全排出水量をＱとする。 
・運河などに排出するときで、円が対岸にかかる場合には、運河の開口部の中心を円の中心とし、これに
排出される新設分を含む全排出水量をＱとする。このとき周辺公共用水域の範囲は、運河の開口部まで
の部分と円内水域の両方とする。 

周辺公共用水

域の範囲の決

定を省略でき

る⁹ 

─

 

 

─  

⌐ ∆╢ ⌐╟∫≡⁸ ─≤⅔╡ ─ ╩ ∆╢⁹ 

⌐ ∆╢
 

─  

１，０００  １測線３点以上 （１／３）ｒ、（２／３）ｒ、ｒの直近の外側 

１，０００  

１０，０００  

３測線各３点以上 
（９点以上） 

  

１０，０００  

５０，０００  

３測線各６点以上 
（１８点以上） 

（１／３）ｒ、（２／３）ｒ、ｒ、（４／３）ｒ、（５
／３）ｒ、２ｒの直近の外側 

５０，０００  
３測線（４＋６＋４＝１４点）、２ｒの外側（２点×３＝６点） 計２０
点以上  ２００ｍ～５００ｍごとに設ける。 

  

神戸市などが

実施した既存

の測定結果を

利用 し て よ

い。 

既存資料がな

い場合は、代

表的な １ 点

で、１日３回測

定する。 

 

 
⁸  

 

 

⁸ ⌂≥⌐ ╘╠╣≡™╢ │ ─℮∟⁸ ⌐
⅜№╢╙─⁹ 

 

 

400 3

─  

⌐⅔™≡│⁸ ≢
⁸ ⌐ ─℮∟≢ ⁹ 

400 3

─  

⌐⅔™≡│⁸ ≢
⁸ ⌐ ─℮∟≢ ⁹ 

─

 
＜新規に増大する最大排出水量が、５０，０００ｍ３／日未満の場合＞ 

─ ⌐≈™≡⁸ ⌐╟╡ ╩ ∆╢ 

ΐ ה  

ý
ü
û

í
ì
ë

ö
÷

õ
æ
ç

å

?dp
exp

q
・・・ヨーゼフ・ゼンドナー式 

 
 

注 ｅｘｐ  
ΐ ─ Є  

 ─ ─ ─ ─ Є  

 ─ Є ただし、一体とみなされた場合は、加重平均値 
  
  
ɝ  

 ─ ≤⇔≡⁸ ≤∆╢⁹ 

 ≤⇔≡⁸８６４ ≤∆╢⁹ 

 ╟╡ ╕≢─  

Є ╟╡ ╕≢─  
 

＜新規に増大する最大排出水量が、５０，０００ｍ３／日以上の場合＞ 
電算機による数値解法により算定する。その際、塩分の現状濃度分布等の計算により再現性

を十分検討すること。 
環境庁水質保全局瀬戸内海対策室長通知 昭和４９年４月９日付け環水規第７６号「瀬戸内

海環境保全臨時措置法施行規則第４条第１項の事前評価について」を参照すること。 

汚濁負荷量が

減少する旨を

記載する。 
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─ ≤ ⌐ ∆╢ ─ ה ה  

 

p37  ⌐ β╩ ∆╢ │⁸ ⅜ ≢∆⁹ 

⌐ ≠ↄ ≤ ∆╢ │⁸ ─ ⅝│ ≢∆⁹ 

⌐ ≠ↄ ≤ ∆╢ │⁸ ─ ⅜ ≢∆⁹   

⌂⅔⁸p37 ⌐ ╘╢ ⌐│ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∑╪⁹ 

β₈ ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢ 46 264 ₉ ⌐ 

→╢ │ ₈ ─ ≤ ⌐ ∆╢ ₉ (p36)⌐ →╢  

 

   p37 ≢ ╘╢ ╩ ─ ⌐ ∆╢ │⁸ ⅜ ≢∆⁹ 

 ŋ ╩ ⇔⁸ │ ∆╢  ᵒ ─ ⅜50m3 ─   

 ɔ  106⌐№∫≡│ ─ ⅜100m2 ─╙─ 

   ⁸ ≤ ∆╢ │ ─ ⅝│ ≢∆⁹  

 ─  ─  ⌂  

─        
β  

 
 

─ 
60  

ה  

ה 1 (5) 

ה  

─  
β  

 
 

─ 
60  

ה  

ה 1 (5)⁸ 

─℮∟  

─  
β  

 
 

─ 
60  

ה  

ה 1 (5) 

ה  

─  
β  

 
 

─ 
60  

ה  

ה 1 (5)⁸ 

─℮∟  

─  β ה     

ה  ─ │
ה ⁸ ה

─   
 

⇔√ ⅛
╠30  

ה  

│
 

─ ╩ ─ ╡
ה↑ ה ה ה  

   
⇔√ ⅛

╠30  
ה │

 

─     
⇔√ ⅛

╠30  
ה  

( ה ( ─ ה │⁸ ⁸60 ╩ ⇔√ ≢⌂↑╣┌ ≢⅝╕∑╪⁹ 

√∞⇔⁸ ⌐ ╢ ─ ⅜ ≢№╢ ⁸ ⌐ ≤ ╘╠╣╢≤⅝│⁸ 

─ ⅜ ≢∆⁹ ≢│⁸ ⌐ ⅜ ≢∆  

─  

  p5 ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

  ≢│⁸ ⌐ ╘╢ ╩ ∆╢ ⌐ ─ ╩ ╘≡™╕∆⁹⌂⅔⁸

⌐ ╘╢ │ ≡ ⌐ ╕╣╕∆⁹ 

 

(1) ⌐⅔™≡│⁸ ╩ ⌐ ↕∑╢↓≤⌂ↄ ⌐╟∫≡ ∆╢↓≤⁹ 
(2) ─ ⌐ ╢ ⌐⅔↑╢ ─ │⁸ ─╖⌐╟╢↓≤─⌂™╟℮⌐ ∆
╢↓≤⁹ 

 

(1) ⌐│⁸┤╪ ─ ≤⇔≡ ─ ∞╘ ┘ ∞╘╩ ↑⁸∕╣∙╣⌐
⅔⅔™╩≈↑╢↓≤⁹ 
(2) ⅛╠ ∞╘ ┘ ∞╘╕≢─ ⌐│⁸ ─ ╩ ↑╢↓≤⁹ 
(3) ⌐│⁸┤╪ ─ ⅜≢⅝╢ ╩ ↑╢↓≤⁹ 
(4) ∞╘ ┘ ∞╘│⁸ ⌐ ╩ ≈╟℮⌐ ∆╢↓≤⁹ 
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к ≤  

  ⌐│⁸ ⁸ ⁸ ⅜№╡⁸ ה ⅜ ╘╠╣≡

™╕∆⁹ 

   

  

  

 ╩ ∆╢ │⁸ ⌐ ⇔⌂™ ╩ ≢⅝╕∑╪ 12 ⁹   

≤│⁸ ⅛╠ ⌐ ↕╣╢ ≡─ ≢⁸ ╛ ╩ ╖╕∆⁹

╕√⁸ ≤│ ─ ╩ ⅎ≡™╢╙─⌐ ╠∏⁸ ╩ ∆╢ ≡─ ╩™™⁸

≡─ ⌐⅔™≡ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ 

⌂⅔⁸ ⌐│ ≤⁸ ⅜ ≢ ╘╢ ∑ ⅜№╡(p41)⁸

╩ ∆╢↓≤⅜ ≢∆⁹ 

≢│⌂™ ה ⌐№∫≡│⁸ ₈ ─ ≤ ⌐ ∆╢ ₉≢ ╘

╢ (p49)╩ ∆╢ ⅜№╡╕∆ ⌐ ╢ ╩ ↄ ⁹ 

₡ │ ─ ₢ 

 50  30 50  30  

  

─℮∟    ╪╡ה

╪╡ה ─    

( ) ⅜50 ─ │⁸ ─ ⌐ ╙ ↕╣╕∆⁹ 

 

 

─ │⁸ ⅜ ↕╣╢ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⅜ ↑╠╣

≡™╕∆⁹ 

─ │⁸ ≢ ≤⇔≡ ⁸ ה ↕╣╢ ⁸ ↕╣╢ ⅜№

╢ ⌐≈™≡ ⅜ ≢∆ ה ─ ┼─ ╙ ⁹∕─ ⌐

≈™≡│⁸ ∆╢ ─№╢╙─⌐≈™≡ ⇔≡ ↕™⁹ 

│⁸ ⅛╠ ⅜╙∫≤╙ ™≤ ↕╣╢ ה ⌐ ⇔≡ ↕™⁹ 

│₈  ₉⌐ ♩כꜗ♅⁸⇔ ⁸ ⌂≥∕─ ─

≤≤╙⌐⁸ ∆╢↓≤⅜ ↑╠╣≡™╕∆⁹ ↕╣≡™⌂™ │ ⅜ ↕

╣╕∆⁹ 

√∞⇔⁸ ⁸ ─ ⅜ ↕╣≡™╢╙─≢№╣┌⁸ ┼─ ╩ ∆╢

↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ 

   

 β ╩ ∆╢╙─⌐ ╢⁹ ⌐⅔™≡⁸ ⁸╒℮ ⁸┤∫ ⁸ ▬○fi ⁸ ⁸

⁸ ⁸ ⱴfi●fi ┘◒꜡ⱶ ─ ─ ⌐≈™≡│⁸ ╩

ⅎ⌂™ ─ ↔≤⌐ ⁹ 
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 ⁸ ─ ⇔™ ⌂ ─ ╩ ≤⇔≡ 53 ⌐

⅜ ↕╣╕⇔√⁹ 

↓─ ≢│⁸ ⅜ ╩ ⇔⁸ ⌐ ≠⅝ ⅜ ╩ ⇔⁸

─ ╩ ⌐ ≠↑╢↓≤ ⌐╟╡ ─ ╩ ╢╙─≢∆⁹ 

│ 29 20 ⅜ ↕╣⁸ ⅜50 ─

╩ ⌐⁸COD ⁸ ⁸╡╪ ⌐≈™≡⁸

↔≤⌐ ─ ⅜ ╘╠╣≡™╕∆⁹ 

 

─  

 ⅛╠ ↕╣╢ ─ │⁸₈ ₉─ ≤⁸

⌐ ⅜ ╘╢ ⅛╠ ⇔╕∆⁹ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

─ ⌐╟╡ ⅜ ↕╣√  
─ ⁸（ ）内は対応する の呼称 
  ╡╪ 

昭和55年６月30日╕≢⌐  
co 

( co  

no 

no  

po 

po  

⌐╟╡ √⌐ ⌐⌂∫√  

─  

昭和 55年７月１日⅛╠平成３年６月 30日─ ⌐ ─ ה

│ ⅜⌂↕╣⁸ ⇔√ ⌐≈™≡ 

ci  

( ci  

平成３年７月１日 ⌐ ─ ה │ ⅜

⌂↕╣⁸ ⇔√ ⌐≈™≡ 

cj  

( cj  

平成 14年 10月１日 ⌐ ─ ה │

⅜⌂↕╣⁸ ⇔√ ⌐≈™≡ ni  

ni  

pi  

pi  平成19年9月１日 ⌐ ─ ה │

⅜⌂↕╣⁸ ⇔√ ⌐≈™≡ 

 

 
× ×  

 
排出が許容される汚濁負荷量 （単位：ｋｇ／日） 

⌐知事が定めるＣＯＤ，窒素含有量，りん含有量の値 （単位：ｍｇ／ℓ） 

₈特定排出水」の量 （単位：ｍ３／日） 

※排出水（特定事業場から公共用水域に排出される水）のうち、雨水及び間接冷却

水等を除いた工程排水等 

 

.    （平成19年６月２２日付け兵庫県告示第７３３号） 
   c coה co ciה ci cjה cj ×10  
 

.   （平成19年６月２２日付け兵庫県告示第７３４号） 

n noה no niה ni ×10  

 
 ╡╪  （平成19年６月２２日付け兵庫県告示第７３４号） 

    p poה po piה pi ×10  
 

≤ │⁸ ⅜ ⇔√ ⌐╟╡⁸ ─≤⅔╡ ↕╣╕∆⁹ 

⌐≈™≡│⁸ ≢⅔ ∑ↄ∞↕™⁹ 
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ה  

│⁸ ─ ⁸ ⁸ ┘╡╪ ╩ ─ ≢

∆╢ ⅜№╡╕∆⁹╕√⁸ ─ │⁸ ⌐ ╘╢

⌐ ⇔⁸∕─ ╩ ∆╢ ⅜№╡╕∆( ⌐ ↕╣≡™╢

│ ┼─ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹)⁹ 

  ┼─ │ ─ ╡≢∆⁹ 

(1) ⁸ ┘ ─ │⁸ ─ ⁸ ─ ⁸ ┘

╡╪ ⌐ ∆╢ ┘ ─ ─ ⁸ ─ ─ ⌐

⇔≡∕╣∙╣ ∆╢╙─≤⇔⁸ ⌐ ∆╢ ─ │ ─ ┘

╩ ∆╢⁹ 

(2) │⁸ ─ ≤∆╢⁹ ─ │ √╡─ kg/ ╩

√╡─ 3/ ≢ ∆╢↓≤⌐╟╡ ╠╣╢⁹  

(3) ⅜ №╢ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⌐ ─

╩ ∆╢⁹ 

(4) ⌐ →╢ ⌐≈™≡ ─ ⌐ │ ⌐ ∆╢⁹ 

(▪) ┘ ┘⌐ ─ ╩ ∆╢↓≤⌐╟╡ ─

╩ ∆╢ ⌐╟╢ ─ ( ⇔√ │⁸∕─ ┘  

(▬) │ ⌐╟╢ │⁸ ─ ─ ╩ ∫√∕

─  

(►) ─ ⌐╟∫≡ ⌐╟╢ ╩ ⇔≡ ─ ╩ ∆

╢↓≤⅜ ≤ ╘╠╣╢ ≢№∫≡⁸ ⌐╟∫≡ ─

─ ⅜ ⌐ ⇔⌂™⅔∕╣⅜№╢≤⅝│⁸ ⅛╠ ⇔√

─ ┘ ─  

(◄) ─ ה ⌐╟∫≡ ⅜ ∂√ ⌐│◖fiⱳ☺♇♩ ⁸

⇔ↄ│ │ ⌐╟╢ ┘⌐∕─ ┘ ה

─  

(○) ∕─ ⌐≈™≡ ≤⌂╢═⅝ ( ─ⱷfi♥♫fi☻⁸ ⌂ ⌐╟╡

─♃כ♦ ⅜ ≤⌂∫√ ⌐ ≤⌂∫√ ⁸ ┘ ) 

(5) ─ ⌐™℮ ─ ─ ≤⌂∫√ ≤│⁸ ₁─ ─ ⁸

┘╡╪ ⌐ ∆╢ ─ ⅎ┌ ⌐╟∫≡ ⇔

∆╢ ⌐№∫≡│⁸∕─ │ ⁸ ─ ─ ╩™™⁸↓╣╠

─ ╩ ≤ ╦∑≡ ∆╢⁹ 

  

⌐≈™≡│⁸№╠⅛∂╘ 14 ⌐ ≠ↄ₈

₉─ ⅜ ≢∆⁹╕√⁸ ↔≤⌐ ≤ ╩ ⌐

⇔⁸ ╕≢⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

β ─ ⌐≈™≡│⁸ ≢⅔ ∑ↄ∞↕™⁹ 

 

 

₈ ₉⅛╠ ╩ ∆╢ │⁸ ≢ ╘╢₈ ₉╩ ↕

∑≡│⌂╠⌂™ 12 ─ ≤ ╘╠╣≡™╕∆⁹ 

─   

400  ─  

200 400  ╩ ⅎ⌂™ ─ ↔≤⌐  

100 200  14 ╩ ⅎ⌂™ ─ ↔≤⌐  

50 100  30 ╩ ⅎ⌂™ ─ ↔≤⌐  
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╕√⁸ ⌐⅔™≡₈ ⌐ ∆╢β₉ ╩ ╗ ─ ┼─ ⅜№∫√↓≤⌐╟

╡⁸ ≢ ─ ⌐ ╢ ⅜ ∂ │ ∂╢⅔∕╣⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸₈ ╩ ∆╢⌐

⌂ ₉⌐⅔™≡ ─ ─ ≤⌂╢↓≤⅜№╡╕∆⁹ 

 ⌂⅔⁸₈ ╩ ∆╢⌐ ⌂ ₉≤│⁸ ─ ─ ⌐ ∂≡ ╘╢

⌐⅔™≡ ─ ⅜ ─ │ ╩ ∆╢↓≤╩ ⇔╕∆⁹ 

 

β ⇔√ ≢│ ⌐ ↕╣≡™⌂ↄ≡╙⁸ ≢ ⌐ ↕╣≡™╢ ⌂≥   
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л ╩ ╡ ℮ ה ─  

╩ ╡ ℮ ה ⌐⅔™≡│⁸ ⌐╟╢ ה ⅜ ↕╣╢↓≤

⅛╠⁸ 23 12 ⌐ ⅜ ↕╣⁸ ⁸

─ ⁸ ⁸ ⅜ √⌐ ╘╠╣⁸ 24 ⌐ ↕╣╕⇔√⁹ 

 

 

⁸ ─ ─ ה ⁸ ⅛╠ ∆╢ ⁸

╩ ╗ ⅜ ╢ ⌐ ╢ ⌐≈™≡⁸ ⅜ ╘╠╣≡™╕∆⁹ 12

─  

─ ה

 

 

ќ ┼─ ⁸

┼─ ╩

∆╢√╘ 

 

─  

 ─ ─™∏╣⅛⌐ ∆╢╙─≢№╢↓≤⁹ 

√∞⇔⁸ ⅜ ↕╣╢ ─ ─ ⅜⁸ ⅛╠─ ╩ ╗ ─ ⅎ

™╩ ⌐╟╡ ⌐ ≢⅝╢╙─≢№╢ ⌐№∫≡│⁸↓─ ╡≢⌂™⁹ 

 

 ─™∏╣⌐╙ ∆╢↓≤⁹ 

▬ │⁸◖fi◒ꜞ⁸♩כ♃▬ꜟ∕─ ─ ╩ ∆╢ ⌐╟╢ ≤⇔⁸

╩ ╗ ─ │ ⌐ ∂⁸ ⌂ │⁸ ┘ ╩

∆╢ ≢ ⅜ ↕╣≡™╢↓≤⁹ 

 ꜡ ⁸ ⁸√╘╕∆ ⇔ↄ│☻♥fi꜠☻ ─ │↓╣╠≤ ─

╩ ∆╢ ₈ ₉≤™℮⁹ ⅜ ↕╣≡™╢↓≤⁹ 

 ⌐ →╢ ≤ ─ ╩ ∆╢ ⅜ ∂╠╣≡™╢↓≤⁹ 

 

─ ≢⁸ │ ≢╙ ќ │  

─ ─™∏╣⅛⌐ ∆╢↓≤⁹ 

 ─™∏╣⌐╙ ∆╢↓≤⁹ 

▬ ⅜ ⌐ ⇔≡ ↕╣⁸⅛≈⁸ ─ ⌐ ⌂ ⅜⌂

ↄ⁸ ─ ∆╢ ⅜ ─ ▬─ ⌐ ⇔⌂™ ≢№

∫≡⁸ ─ ─ ┘ ⌐≈™≡ ─ ⌐ ∆╢

⌐ ∆╢↓≤⁹ 

 ꜡ ⅛╠─ ╩ ╗ ─ ⅎ™ ╩ ∆╢√╘⁸ ⅎ™ ╩ ∆

╢√╘─ ─ ⌂ │↓╣≤ ─ ⅜ ∂╠╣≡™╢↓≤⁹ 

 ⅜⁸ ╩ ╗ ─ ⅎ™╩ ⌐╟╡ ≢⅝╢╟℮ ⅛╠ ⇔

≡ ↕╣⁸⅛≈⁸ ─ ─ ⅜ ─ ▬─ ⌐ ⇔

⌂™ ≢№∫≡⁸ ─ ─ ┘ ⌐≈™≡ ─ ⌐

∆╢ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

⌐ ∆╢

⁸ ⁸ⱨꜝ

fi☺ ⁸ⱣꜟⱩ

┘ⱳfiⱪ  

 

ќ ⅎ™⁸ ┼─

╩ ⇔⁸ │

ⅎ™ ╩ ∆

╢√╘ 

 

─  

 

 ─ ─™∏╣⅛⌐ ∆╢╙─≢№╢↓≤⁹ 

 

 ╩ ⌐ ∆╢ │⁸ ─▬ │꜡─™∏╣⅛⌐ ∆╢↓≤⁹ 

▬ ─™∏╣⌐╙ ∆╢↓≤⁹ 

(1) ╩ ╗ ─ ⅎ™─ ⌐ ⌂ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

(2) ⌐╟╡ ⌐ ∆╢⅔∕╣─⌂™╙─≢№╢↓≤⁹ 

(3) ─ ⌐│⁸ ╩ ∆╢√╘─ ⅜ ∂╠╣≡™╢↓≤⁹√∞⇔⁸

⅜ ↕╣╢ ─ ≢ ∆╢⅔∕╣─⌂™╙─≢№╢ ⌐№∫≡│⁸

↓─ ╡≢⌂™⁹ 

 ꜡ ╩ ╗ ─ ⅎ™⅜ ⌐╟╡ ⌐ ≢⅝╢╟℮⌐ ⅛╠ ⇔

≡ ↕╣≡™╢↓≤⁹ 

 ╩ ⌐ ∆╢ │⁸ ─™∏╣⅛⌐ ∆╢↓≤⁹ 

▬ ─™∏╣⌐╙ ∆╢↓≤⁹ 
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(1) ♩꜠fi♅─ ⌐ ↕╣≡™╢↓≤⁹ 

(2) (1) ─♩꜠fi♅─ ┘ │⁸◖fi◒ꜞ⁸♩כ♃▬ꜟ∕─ ─ ╩

∆╢ ⌐╟╢↓≤≤⇔⁸ ─ │⁸ ╩ ╗ ─ │ ⌐ ∂⁸

⌂ │⁸ ┘ ╩ ∆╢ ≢ ⅜ ↕╣≡™╢↓≤⁹ 

 ꜡ ─™∏╣⌐╙ ∆╢↓≤⁹ 

(1) ╩ ╗ ─ ⅎ™─ ⌐ ⌂ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

(2) ⌐╟╡ ⌐ ∆╢⅔∕╣─⌂™╙─≢№╢↓≤⁹ 

(3) ─ ⌐│⁸ ╩ ∆╢√╘─ ⅜ ∂╠╣≡™╢↓≤⁹√∞⇔⁸

⅜ ↕╣╢ ─ ≢ ∆╢⅔∕╣─⌂™╙─≢№╢ ⌐№∫≡│⁸

↓─ ╡≢⌂™⁹ 

Ɫ ▬ │꜡⌐ →╢ ≤ ─ ╩ ∆╢ ⅜ ∂╠╣≡™╢↓≤⁹ 

 

─ ≢ │ ≢╙ ќ │  

─ ─™∏╣⅛⌐ ∆╢↓≤⁹ 

 ╩ ⌐ ∆╢ │⁸ ╩ ╗ ─ ⅎ™╩ ⌐╟╡ ≢⅝

╢╟℮⌐ ↕╣≡™╢↓≤⁹ 

 ╩ ⌐ ∆╢ │⁸ ╩ ╗ ─ ⅎ™ ╩ ∆╢√╘⁸

─™∏╣⅛⌐ ∆╢↓≤⁹ 

▬ ♩꜠fi♅─ ⌐ ↕╣≡™╢↓≤⁹ 

 ꜡ ⅛╠─ ╩ ╗ ─ ⅎ™ ╩ ∆╢√╘─ │ ⌐

⅔↑╢ ╩ ╗ ─ ─ ╩ ∆╢√╘─ ─ ⌂ ∕─

─ ╩ ╗ ─ ⅎ™ ╩ ≢⅝╢ ⅜ ∂╠╣≡™╢↓≤⁹ 

Ɫ ▬ │꜡≤ ─ ╩ ∆╢ ⅜ ∂╠╣≡™╢↓≤⁹ 

⌐ ∆╢

⁸ ╕∆

┘ ⱳfiⱪ ─

 

ќ ╩

∆╢√╘ 

─  

 ─ ─™∏╣⅛⌐ ∆╢╙─≢№╢↓≤⁹ 

 

 ─™∏╣⌐╙ ∆╢↓≤⁹ 

▬ ╩ ╗ ─ ┼─ ─ ⌐ ⌂ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

 ꜡ ⌐╟╡ ⌐ ∆╢⅔∕╣─⌂™╙─≢№╢↓≤⁹ 

Ɫ ─ │⁸ ╩ ╗ ─ │ ⌐ ∂⁸ ⌂ │⁸

┘ ╩ ∆╢ ≢ ⅜ ↕╣≡™╢↓≤⁹ 

 ⌐ →╢ ≤ ─ ╩ ∆╢ ⅜ ∂╠╣≡™╢↓≤⁹ 

 

─ ≢ │ ≢╙ ќ │  

─ ─™∏╣⅛⌐ ∆╢↓≤⁹ 

 ⅛╠─ ╩ ╗ ─ ┼─ ╩ ∆╢√╘─ │

⌐⅔↑╢ ╩ ╗ ─ ─ ╩ ∆╢√╘─ ─ ⌂ ∕

─ ─ ╩ ╗ ─ ┼─ ╩ ≢⅝╢ ⅜ ∂╠╣≡™╢↓≤⁹ 

 ≤ ─ ╩ ∆╢ ⅜ ∂╠╣≡™╢↓≤⁹ 

 

 

ќ ⅎ™╩ ∆

╢√╘ 

 

─  

 

─ ─™∏╣⅛⌐ ∆╢╙─≢№╢↓≤⁹ 

 

 ─™∏╣⌐╙ ∆╢↓≤⁹ 

▬ ♃fi◒ ⌐ ↕╣≡™╢↓≤⁸ ≢№╢↓≤∕─ ╩ ╗

─ ⅎ™ ╩ ∆╢ ╩ ∂√ ┘ ≢№╢↓≤⁹ 

 ꜡ ─ ⌐│⁸ ╩ ∆╢√╘─ ⅜ ∂╠╣≡™╢↓≤⁹√

∞⇔⁸ ⅜ ↕╣╢ ─ ≢ ∆╢⅔∕╣─⌂™╙─≢№╢

⌐№∫≡│⁸↓─ ╡≢⌂™⁹ 

Ɫ ─ ─ ╩ ╗ ─ ╩ ∆╢ ─ ∕─ ─

╩ ╗ ─ ╩ ≢⅝╢ ⅜ ∂╠╣≡™╢↓≤⁹ 

 ⌐ →╢ ≤ ─ ╩ ∆╢ ⅜ ∂╠╣≡™╢↓≤⁹ 



23 

 

─ ≢ │ ≢╙ ќ │  

─ ─™∏╣⅛⌐ ∆╢↓≤⁹ 

 ─™∏╣⌐╙ ∆╢↓≤⁹ 

▬ ─ Ɫ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

 ꜡ ⅛╠─ ╩ ╗ ─ ⅎ™ ╩ ∆╢√╘─ │

⌐⅔↑╢ ╩ ╗ ─ ─ ╩ ∆╢√╘─ ─

⌂ ∕─ ─ ╩ ╗ ─ ⅎ™ ╩ ≢⅝╢ ⅜ ∂╠╣≡™╢

↓≤⁹ 

 ─™∏╣⌐╙ ∆╢↓≤⁹ 

▬ ─ Ɫ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

 ꜡ ╩ ╗ ─ ⅎ™ ╩ ∆╢√╘⁸ ⅜◓fi▫♥כ◖⌐ ╦╣≡™

╢↓≤⁹ 

 ≤ ─ ╩ ∆╢ ⅜ ∂╠╣≡™╢↓≤⁹ 
 

 

  ⁸ ─ ⌐≈™≡⁸ ⅜ ╘╠╣≡™╕∆⁹

12 ─ ה ─  

 ─™∏╣⌐╙ ∆╢↓≤⁹ 

▬ ╩ ╗ ─ ╣⁸ ⅎ ┘ ∕─ ─ ╩ ╗ ╩ ℮ │⁸  

╩ ╗ ⅜ ⇔⁸ ⇔⁸ │ ⌐ ⇔⌂™ ≢ ℮↓≤⁹ 

 ꜡ ╩ ╗ ─ ┘ ─ ─ ∕─ ─ ─ ╩ ⌐ ℮√ 

╘⌐ ⌂ ╩ ∏╢↓≤⁹ 

Ɫ ╩ ╗ ⅜ ⅎ™⇔√ ⌐│⁸ ∟⌐ ⅎ™╩ ∆╢ ╩ ∏╢≤≤╙⌐⁸ 

ⅎ™⇔√ ╩ ╗ ╩ ⇔⁸ ∆╢⅛⁸ │ ─⌂™╟ 

℮ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

 ⌐ →╢ ─ ┘⌐ ─ ⌐ ∆╢ ─ ┘ ╩ ╘√ ⅜  

⌐ ╘╠╣≡™╢↓≤⁹  

ה  

  ⁸ ⌐≈™≡⁸ ⁸ ⌐ ╢ ┘

⅜ ╘╠╣≡™╕∆⁹ 

ה  ─  

  ⁸ ┘ ─ ↔≤⌐⁸ ≤ ⅜

╘╠╣≡™╕∆⁹ 14 ⁸ ─ ─  

  ⌂⅔⁸ ─ ⁸ ─ Ɫ⁸ ─ ⁸ ─

21 ⌐ ∆╢ ─ ╩ ∂√ ≢№╢ │⁸ ⌐ ∂√ ה ≢ ∆╢

↓≤⅜ ≢∆⁹ 

╕√⁸ ─ ⌐╟╡ √⌐ ≤⌂∫√ │⁸ ⅜ ↕╣╕∆⁹ 

─  A  

─  B ⅜ ⇔≡™╣┌⁸A ⅜  
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ₒ ─  x

⇔ↄ│

│

─  

╩ ℮  ─  

 │ ⌐ ↕╣╢  

 ⅜ ↕

╣╢ ┘  β1 

─ √∞⇔ ⌐

∆╢ ╩ ↄ  

─└┘ ╣⁸ ─

∕─ ─ ─  

⌐  

⌐  

─└┘ ╣∕─

─ ─  

⌐  

⌐ ⁹   

 ─ √

∞⇔ ⌐ ∆╢ ⌐

╢  

─ ┼─ ╩ ╗

─ ⅎ™─  

⌐  

  ─└┘ ╣⁸ ⁸

∕─ ─ ─  

⌐  

⌐ ⁹  

⅛╠─ ╩

╗ ─ ⅎ™─  

⌐  

⌐ ⁹√∞⇔⁸

│ ⅎ™ ╩ ∆╢√╘─ ─ ⌂

─ ⌐╟╢ ⅛╠─

╩ ╗ ─ ⅎ™ ─ ─ ╩ ℮

⌐№∫≡│⁸ ⌐ ∂⁸ ⌂  

 ⌐

↕╣≡™╢ ⌐ ╢⁹  

─ ⁸ ∕─

─ ─  

⌐  

⌐ ⁹  

⅛╠─ ╩

╗ ─ ⅎ™─  

⌐  

⌐ ⁹  

 ⌐ ↕

╣⁸⅛≈⁸♩꜠fi♅─ ⌐

↕╣≡™╢ ⌐

╢⁹  

─ ⁸ ∕─

─ ─  

⌐  

⌐ ⁹  

⅛╠─ ╩

╗ ─ ⅎ™─  

⌐  

⌐ ⁹  

♩꜠fi♅─ ┘ ─

└┘ ╣⁸ ─ ∕─

─ ─  

⌐  

⌐ ⁹  

 ⌐ ↕

╣⁸⅛≈⁸♩꜠fi♅─ ⌐

↕╣≡™╢ ╩

ↄ⁹  

─ ─ ─

⇔ↄ│ ─ ─ ─

│↓╣≤ ─

⌐╟╢ ⅛╠─

╩ ╗ ─ ⅎ™

─  

⌐ β3 

√∞⇔⁸ ─ ─ ─ │

─ ─ ─ ─ ⌐╟╢

⅛╠─ ╩ ╗ ─ ⅎ™ ─

─ ╩ ℮ ⌐№∫≡│⁸

⌐ ∂⁸ ⌂ ≢ ℮↓≤≤∆╢⁹ 

⅛╠─

╩ ╗ ─ ⅎ™ ─  

─ ─ ⌐╟

╡ ⅎ™ ─ ─ ╩ ℮ ⌐№∫≡

│⁸ ⌐ ⁹  

  ─└┘ ╣⁸

─ ∕─ ─ ─  

⌐ β3 

⌐  

( ⅛╠─

╩ ╗ ─ ┼─

─  

─ ─ ⌐╟

╡ ┼─ ─ ─ ╩ ℮ ⌐№

∫≡│⁸ ⌐ ⁹  

  

 

─℮∟⁸

─ ─

─ ⇔ↄ│ ─ ─

─ │↓╣≤

─ ⌐╟╢

⌐ β4 

 √∞⇔⁸ ─ ─ ─

│ ─ ─ ─ ─ ⌐

╟╢ ⅛╠─ ╩ ╗
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┘ ≤

─ ╩ ∆╢

⅜ ∂╠╣≡™╢╙

─⌐ ╢ ⌐ ∆╢

⌐╙  

⅛╠─ ╩ ╗

─ ⅎ™ ─  

 

─ ⅎ™ ─ ─ ╩ ℮ ⌐№∫

≡│⁸ ⌐ ∂⁸ ⌂ ≢ ℮

↓≤≤∆╢ 

⁹√∞⇔β ╩ ↄ  

⌐ ⇔⌂™

 

⅛╠─

╩ ╗ ─ ⅎ™

─  

─ ─ ⌐

╟╡ ⅎ™─ ─ ╩ ℮ ⌐№∫≡

│⁸ ⌐ ⁹  

β  ┘ ⌐ ╢ │⁸₈  ₉─ ╙ ∑≡ ↕╣╢⁹ 

β  ᵑ │ᵒ─ │3 ⌐1 ⁹ 

ᵑ ─ ⌐ ∆╢ S34 55 62 ─ ─ ⌐ ∆╢ ≢№∫≡

S23 186 11 5 ⌐ ∆╢ ╩ ↑√ ⅛╠15 ╩ ⇔≡™⌂™╙─≢№╢  

ᵒ ⅛╠─ ╩ ╗ ─ ⅎ™ ╩ ∆╢√╘─ ⇔ↄ│ ⌐⅔↑╢ ╩

╗ ─ ─ ╩ ∆╢√╘─ ─ ⌂ ∕─ ─ ╩ ╗ ─ ⅎ™ ╩ ≢⅝╢

⅜ ∂╠╣⁸⅛≈⁸ ╩ ╗ ─ ⅎ™ ─ ╩ ─ ─ ⌐╟╡ ⅎ™

─ ─ ╩ ℮ ⌐№∫≡│⁸ ⌐ ℮  

β  ⅛╠─ ╩ ╗ ─ ┼─ ╩ ∆╢√╘─ ⇔ↄ│ ⌐⅔↑╢

╩ ╗ ─ ─ ╩ ∆╢√╘─ ─ ⌂ ∕─ ─ ╩ ╗ ─ ┼─ ╩

≢⅝╢ ⅜ ∂╠╣⁸⅛≈⁸ ╩ ╗ ─ ┼─ ─ ╩ ─ ─

⌐╟╡ ┼─ ─ ─ ╩ ℮ ⌐№∫≡│⁸ ⌐ ℮ ⌐№∫≡│⁸ ⌐

≤∆╢⁹ 

β  ─ ⌐ ∆╢ 13 ⌐ ∆╢ ♃fi◒ │ ⌐ ∆╢ ♃

fi◒≢№∫≡ 11 ⌐ ∆╢ ╩ ↑√ ⅛╠15 ╩ ⇔≡™⌂™╙─≢№╢

│ ⅛╠─ ╩ ╗ ─ ⅎ™ ╩ ∆╢√╘─ ⇔ↄ│ ⌐⅔

↑╢ ╩ ╗ ─ ─ ╩ ∆╢√╘─ ─ ⌂ ∕─ ─ ╩ ╗ ─ ⅎ

™ ╩ ≢⅝╢ ⅜ ∂╠╣⁸⅛≈⁸ ╩ ╗ ─ ⅎ™ ─ ╩ ─ ─

⌐╟╡ ⅎ™ ─ ─ ╩ ℮ ⌐№∫≡│ ⌐ ℮ ⌐№∫≡│⁸ ⌐

≤∆╢⁹ 

 

 ─  

  ⌐ ╢ │⁸ ─ ≢ ╘╢ 23 ⅛╠─ ─

┘↓╣⌐ ℮ ╩ ╗ ─ ⁸ │ ┼─ ─ ⌐≈™≡ ⌐ ™⁸

╩ ∆╢↓≤⅜ ╘╠╣≡™╕∆⁹ ─ ─ ⁸ 9 ─ ─  

 

  

  ─ ⌐≈™≡│⁸ ─ ╩ ⇔≡ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

  ⌂⅔⁸ ⌐╟╡ ⅜ ╘╠╣√ ⌐│⁸ ∟⌐ ∕─ ⌂ ╩ ∂⌂↑╣┌⌂

╡╕∑╪⁹( ─ ─ ⁸ ─ ─ )  

 ╩ ∫√ │  

  

 ─ ┘  

 ╩ ⇔√ ┘ ─  

 ─ ⌐ ≠™≡ ∕─ ─ ⌂ ╩ ∂√≤⅝│⁸∕─  

  

 ⌂⅔⁸ ⌐╟╠∏⁸ ─ ⅜ ↕╣√ ⌐│⁸ ─ ╩ ⇔⁸ ∆

╢╟℮ ╘⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ 
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м ∕─ ─ ─  

─ 14 ─ ⁸ 52   

  ⁸ ⁸ ╙ │⁸ ─ ה

⁸ ה ⁸ Ⱶ☻ ⌐╟╡⁸₈ ₉╛₈ ₉⁸ ╩ ╗ ⁸

⌐ ⇔⌂™⅔∕╣⅜№╢ ⅜ ↕╣⁸ ─ │ ⌐ ╢ ╩ ∏╢⅔∕╣

⅜№╢≤⅝│⁸ ∟⌐ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ─ ה ╩ ↑⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ 

  ⌂⅔⁸ ⌐ ⇔⌂™ ⅜ ↕╣⁸ ⌐ 48 ⅛⅛╢ │⁸

╛⅛⌐ ⌐ ≠ↄ₈ ₉─ ⅜ ≢∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 （法第 1９条） 

⌐ ℮ ─ ה ─ │ ⌐╟╡⁸ ─ │ ╩

⇔√≤⅝│⁸ │ ⅜⌂ↄ≤╙⁸↓╣⌐╟∫≡ ∂√ ─ ╩ ╦⌂↑╣┌⌂╡╕

∑╪⁹ 

  

─  

 ŋ ⇔√ ┼─ ה ─ ─  

 o ⌐ ⇔√ ה ─  

 ɔ ⇔√ ─  

 ᴖ ─℮⁸○▬ꜟⱨ▼fi☻⁸ ⱴ♇♩─ ⌐╟╢ ┼─  

 ᴗ ─  

 ─  

─ ⁸ ⁸ ⁸ ה ─ ⁸ ─ ⁸ 

─ ─  

∂√ ─ ╙ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 ⅜ ↕╣√ │  

 ╩ ⇔√  

 ─  

 ╩ ⇔√ ─  

 ∕─ ─ ⌂ ╩ ∂√≤⅝│⁸∕─  
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н  

 

30

 

ה ─ ⌐ ⇔√  

ה  ─ ⌐ ╢  

─  ⌐ ╢  

13  ⌐ ╢  

13  ⌐ ╢    

13 ─  ─ ⌐ ╢  

13 ─  ⌐ ╢  

14 ─  ─ ⌐ ╢  

─ │
─  

31

 

ה 12  ⌐ ⇔√ ╩ ⇔√  

ה 14 ─  ─ ⌐ ⇔√  

ה 18  ─ ⌐ ⇔√  

─ │
─ ⌐╟╢

12 │

─ │ ─

 

32

 

ה ─ ╩∑∏⁸ │ ─ ╩⇔√  

  

 ─  

─ │
─  

33

 

ה  ╩∑∏⁸ │ ─ ╩⇔√  

ה  ─ ⌐ ⇔√  

ה 14  ┘ ─ ─
ה ה ⁸ ה ⌐ ╢
─ ה ⌐ ⇔√  

ה 22  ⅜ ╘╢ ╩ ╡⁸ │ ─
╩⇔√ ⁸ ∟ ╡ ╩ ╖⁸ →⁸ ⇔ↄ│ ⇔√  

ה 22  ─ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔√  

─  

34

 

ה ─ │ ⇔ↄ│ ─ ⁸ ∕─ ─ ⅜⁸∕─ │ ─ ⌐
⇔⁸ ─ ╩⇔√≤⅝│⁸ ╩ ∆╢╒⅛⁸∕─ │ ⌐ ⇔≡ ─
╩ ∆╢⁹ 

35

 

ה ─ ╩∑∏⁸ │ ─ ╩⇔√  

10     11   

14   

─  
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ה ─ ⌐ ⇔√  

    

ה 11  ─ ⌐ ╢ ⌐ ⇔√  

─ │

─  

25

 

ה  ╩∑∏⁸ │ ─ ╩⇔√  

ה 12 ─  ─ ─ ╘⌐ ∂∏ │

─ ╩⇔√  

─  

26

 

─ │ ⇔ↄ│ ─ ⁸ ∕─ ─ ⅜⁸∕─ │ ─ ⌐

⇔⁸ ─ ╩⇔√≤⅝│⁸ ╩ ∆╢╒⅛⁸∕─ │ ⌐ ⇔≡ ─

╩ ∆╢⁹ 

27

 

ה ─ ╩∑∏⁸ │ ─ ╩⇔√  

 ─ ─ ⌂  

   10   

─  
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─ ≤ ⌐ ∆╢  

159

 

─ ⁸ ⁸ ה

─  

─ │ ─

 

160

 

⁸ ─ ה ⁸

─ ⁸ ─  

─ │ ─

 

161

 

⁸ ⌐ ╢  
─ │ ─

 

163

 

─ ⁸ ─  ─  
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о ∕─ ─ ↑  

♄▬○◐◦fi  11 105  

♄▬○◐◦fi ≢ ╘╢ ●☻ ╩ ⇔╟℮≤∆╢ │

ה ─ ≤⌂╡╕∆⁹ 

⌂⅔⁸ │ ⌐ ╩ 50 ∆╢ │⁸ ≢

│⌂ↄ⁸ ⌐ ≠ↄ ⅜ ≢∆⁹ 

 

⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢ 46 107  

ה     ☻●ה ה ≢№∫≡⁸₈ ₉ 3

1 ╩ ∆╢ ⅜ ─ │⁸₈ ₉

╩ ⇔⁸ ╩ │ ↕∑╢ │⁸ ─ ה ⅜

≢∆⁹                        

 33 79  

│ ⅛╠ ⇔≡ ╩ ⇔≡ ╩ ∆╢ │⁸ │

⌐ ╩ │ ⇔╟℮≤∆╢ ⁸ ⌐ ≠ↄ ⅜ ≢∆⁹ 

 

 

╩ ⇔╟℮≤∆╢ │⁸ （昭和 58年法律第 43号）⌐ ≠ↄ ⁸ │

（昭和 25年法律第 201号）⌐ ≠ↄ ⅜ ≢∆⁹ 

╕√⁸ ה │⁸ （昭和 61年 10月、改正令和３年 4月）╩ ⇔

≡ↄ∞↕™⁹ 

 

◗ꜟⱨ  3 9 20 ⁸ 25  

─◗ꜟⱨ ≢ ↕╣╢ ⌐╟╢ ─ ╩ ∆╢√╘⁸◗ꜟⱨ ─

⌐ ╢ ─ ⌐ ∆╢ ∕─ ⌂ ╩ ╘≡™╕∆⁹ 

│⁸ ─ ╛ ─ ⌐ ╘╢≤≤╙⌐⁸ ╩ ⇔⌂↑╣

┌⌂╡╕∑╪⁹╕√⁸ ─ ⁸ ה ⌂≥⌐≈™≡

│ ┼─ ⅜ ≢∆⁹ 

 

 14 53  

─ ╩ ⇔√ ⁸ ─ ─ │⁸

3 1 ─ ⌐╟╡ ╩ ⇔⁸∕─ ╩ ⌐ ⇔

⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹√∞⇔⁸ ╙ ⇔≡ ─ ≤⇔≡ ∆╢ ≢№∫≡⁸

⌐╟╡ ─ ⅜ ∏╢⅔∕╣⅜⌂™ ─ ─ ╩ ↑√ ⌐│⁸

─ ⅜ ⌐ ↕╣╕∆⁹ 

 ⌂⅔⁸ ─ ⌐│⁸ ╩ ⇔≡™√ │⁸

⌐⅔™≡ ⁸ ⁸ │ ⇔≡™√ ─ ─ ╩ ⌐ ∆

╢╟℮ ╘≡ↄ∞↕™⁹  
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 ὑ ʝ                     

 

   
 
 
 

 │ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
Ɫ ≢╪  
♬ ─  

 
─ ☻ⱦכ◘│  ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬ ─ ⅜ ⱷכ♩ꜟ ─ ⌐ ╢╙─╩ ↄ⁹  

 ꜡ ─ ⅜ ⱷכ♩ꜟ ─ ⌐ ╢╙─╩ ↄ⁹  
Ɫ ─ ⅜ ⱷכ♩ꜟ ─ ⌐ ╢╙─╩ ↄ⁹  

 
 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡ ┘╪ ╩ ╗⁹  
Ɫ  

 
 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
Ɫ  
♬ ╤  
ⱱ  

 
 │ ╩ ≤∆╢ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
Ɫ  
♬  

 
 ╖∕⁸⇔╟℮ ⁸ ▪Ⱶⱡ ⁸◓ꜟ♃Ⱶfi ☻כ♁⁸♄כ♁ │ ─ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
Ɫ  
♬  
ⱱ  
Ⱬ ╤  

 
 ─ ⌐ ∆╢  

 
 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡ ╩ ╗⁹  
Ɫ ╤  
♬  
ⱱ  

 
 Ɽfi ⇔ↄ│ ─ │ №╪ ─ ⌐ ∆╢ №╪─ ≢╪∕℮ 

 
 │↓℮∂ ─ ⌐ ∆╢  

 
 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡ ┘╪ ╩ ╗⁹  
Ɫ  
♬ ╤  
ⱱ  
Ⱬ  

 
 │ ─ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
Ɫ  
♬  
ⱱ  

 
 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
Ɫ  
♬  

 



32 

♩☻כ▬  ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
Ɫ  

 
 ≢╪ │ ≢╪ ─ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬ ∑⅝  

 ꜡ ╩ ╗⁹  
Ɫ  
♬ ∞╘ ┘↓╣⌐ ∆╢  

 
 ┬≥℮ │ №╘─ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡ ╤  
Ɫ  

 
 ─ ⌐ ∆╢  

 
 │ ─ ─ ⌐ ∆╢  

 
 ▬fi☻♃fi♩◖כⱥכ ─ ⌐ ∆╢  

 
─  ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
Ɫ  
 
─  √┌↓ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
 

 │ ─ ⇔ↄ│ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬ ╕╝  

 ꜡  
Ɫ ∑⅝  
♬ ┘ ∕℮ 
ⱱ ◦ꜟ◔♠♩  
Ⱬ ┘ ∕℮ 
♩  
♅  

 ꜞ ─╡ ⅝  
 

 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
 

 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡ ꜞfi♃כ │ ─  
Ɫ  
 
─  │ ♅♇ⱪ ─ ⌐ ∆╢ Ᵽכ◌כ 

 
─  ─ ⌐ ∆╢  

 
─  Ɽכ♥▬◒ꜟⱲכ♪ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬ Ᵽכ◌כ 

 ꜡  
 

 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬ Ᵽכ◌כ 

 ꜡  
 

 Ɽꜟⱪ⁸ │ ─ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬ ∑⅝  

 ꜡ Ᵽכ◌כ 
Ɫ  
♬  
ⱱ  
Ⱬ ♅♠ⱪ ┘Ɽꜟⱪ  
♩  
♅ ╩ ╗⁹  

 ꜞ ☿꜡Ɫfi  
♯  

 ꜟ ●☻  
 
─  ⁸ ⁸ │ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬ ⱨ▬ꜟⱶ  

 ꜡  
 

 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
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▬ ╤  
 ꜡  
Ɫ  
♬ ●☻  
ⱱ ∂╪  

 
  

 
 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡ ╤  
Ɫ ◌♪Ⱶ►ⱶ ─℮∟⁸  
♬ ─℮∟⁸  
ⱱ ●☻  
 

 ⌐ →╢ ─ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬ ╤  

 ꜡  
Ɫ ─℮∟⁸ ●☻  
♬ │ ─ ─℮∟⁸  
ⱱ ↑™ ─℮∟⁸  
Ⱬ ─℮∟⁸  
♩ ╟℮ ─℮∟⁸ ┘ ≢╪  
♅ ⱴ◓Ⱡ◦▪ ─℮∟⁸ ≢╪  

 ꜞ Ᵽꜞ►ⱶ ─℮∟⁸  
♯ ●☻  

 ꜟ ∂╪  
 

♩▬Ᵽכ◌  ▪☿♅꜠fi ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬ ▪☿♅꜠fi●☻  

 ꜡ ◄☻♥ꜟ ─℮∟⁸ ┘  
Ɫ ⱳꜞⱦ♬ꜟ▪ꜟ◖כꜟ ─℮∟⁸ⱷ♅ꜟ▪ꜟ◖כꜟ  
♬ ▪◒ꜞꜟ ◄☻♥ꜟ ─℮∟⁸  
ⱱ ⱦ♬ꜟ⸗ⱡⱴכ  
Ⱬ ◒꜡꜡ⱪ꜠fi⸗ⱡⱴכ  
 

ꜟכ♃ꜟכ◖  ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬ ⱬfi♀fi  

 ꜡  
Ɫ ♃כꜟ ♄כ♁  
 

 ⁸ ┘ ⌐ →╢ ╩ ↄ⁹ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
Ɫ  
♬ ╤  
 

 ⱷ♃fi ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬ ⱷ♅ꜟ▪ꜟ◖כꜟ │ ─ ─℮∟⁸  

 ꜡ ⱱꜟⱶ▪ꜟ♦ⱥ♪ ─℮∟⁸  
Ɫ ⱨ꜡fi●☻ ─℮∟⁸ ┘╤  
 

 │ ─ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬ ╤  

 ꜡ │ ─◐כ꜠ ─℮∟⁸  
Ɫ  
♬ ●☻  

 
 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
Ɫ  
♬  
ⱱ ─℮∟⁸●☻ ┘  
Ⱬ ⱳꜞⱪ꜡Ⱨ꜠fi ─℮∟⁸  
♩ │ ⌐╟╢ⱳꜞ◄♅꜠fi ─℮∟⁸  
♅ ⱳꜞⱩ♦fi─ │▪ꜟ◌ꜞ⌐╟╢  

 ꜞ ●☻  
♯ ∂╪  
 

 ◗ⱶ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬ ╤  

 ꜡  
Ɫ  
♬ ꜝ♥♠◒☻  
ⱱ ☻♅꜠fiהⱩ♃☺◄fi◗ⱶ⁸♬♩ꜞꜟהⱩ♃☺◄fi◗ⱶ │ⱳꜞⱩ♃☺◄fi◗ⱶ─ ─℮∟⁸  

 
 ◗ⱶ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
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Ɫ ●☻  
 

 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡ ●☻  
Ɫ ∂╪  
 

 ⌐ →╢ ─ │ ●☻ ⌐ ╕╣╢ ─ ⁸ ∕─ ─ ⌐╟╡ ↕
╣╢ │ ─ ╩™™⁸ ⌐ →╢ ╩ ↄ⁹ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
Ɫ ╤  
♬ ▪◒ꜞ꜡♬♩ꜞꜟ ─℮∟⁸ ┘  
ⱱ ▪☿♩▪ꜟ♦ⱥ♪⁸▪☿♩fi⁸◌ⱪ꜡ꜝ◒♃ⱶ⁸♥꜠ⱨ♃ꜟ │♩ꜞ꜠fi☺▪Ⱶfi─ ─℮∟⁸  
Ⱬ ▪ꜟ◐ꜟⱬfi♀fi ─℮∟⁸ │▪ꜟ◌ꜞ⌐╟╢  
♩ ▬♁ⱪ꜡Ⱨꜟ▪ꜟ◖כꜟ ─℮∟⁸ ┘  
♅ ◄♅꜠fi○◐◘▬♪ │◄♅꜠fi◓ꜞ◖כꜟ─ ─℮∟⁸ ┘  

 ꜞ Ί◄♅ꜟⱫ◐◦ꜟ▪ꜟ◖כꜟ │▬♁Ⱪ♅ꜟ▪ꜟ◖כꜟ─ ─℮∟⁸ ┘  
♯ ◦◒꜡Ⱬ◐◘ⱡfi ─℮∟⁸ │▪ꜟ◌ꜞ⌐╟╢  

 ꜟ ♩ꜞ꜠fi☺▬♁◦▪Ⱡכ♩ │ ⱨ♃ꜟ ─ ─℮∟⁸●☻  
ꞌ ⱡꜟⱴꜟⱤꜝⱨ▬fi ─℮∟⁸ │▪ꜟ◌ꜞ⌐╟╢ ┘ⱷ♅ꜟ▪ꜟ◖כꜟ  

 ꞉ ⱪ꜡Ⱨ꜠fi○◐◘▬♪ │ⱪ꜡Ⱨ꜠fi◓ꜞ◖כꜟ─↑╪  
◌ ⱷ♅ꜟ◄♅ꜟ◔♩fi ─℮∟⁸  

 ꜜ ⱷ♅ꜟⱷ♃▪◒ꜞ꜠כ♩⸗ⱡⱴכ ─℮∟⁸ ┘ⱷ♅ꜟ▪ꜟ◖כꜟ  
♃ ●☻  
 

 ↑╪ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
 
─  ─ ⌐ ∆╢ , ☺○◐◘fi⅜ ∆╢╙─⌐ ╡⁸ ╩ ⇔⌂™╙─╩ ↄ⁹  

 
 

 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
 

 ─ ⌐ ∆╢  
 

 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
 

 ♀ꜝ♅fi │⌐⅛╦─ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡ ≠↑  
Ɫ  

 
 ─ ⌐ ∆╢  

 
 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
 

 ─ ⌐ ∆╢ⱨꜟⱨꜝכꜟ  
 

 ⅛╠ ╕≢⌐ →╢ ─ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡ ╤  
Ɫ ⱥ♪ꜝ☺fi ─℮∟⁸  
♬ ●☻  
 

 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡ ╤  
Ɫ  
♬ ⌐ →╢ ╩ ∆╢ ╩ ∆╢╙─⌐ ╢⁹ ∂⁹  
ⱱ ●☻  
 

 ─ ⌐ ∆╢  
 

 ─ ⌐ ∆╢  
 

 ⌐ →╢ ╩ ∆╢ ─ ─ ⌐ ∆╢  
 

 ╩ ╗⁹ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
Ɫ  
♬ ⁸ │ ─  
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ⱱ  
 

─  ♃▬ꜘ ⇔ↄ│ ─Ⱪכꜙ♅ ⁸◗ⱶⱱכ☻ ⁸ ◗ⱶ ◗ⱶ ╩ ↄ⁹⁸
♃▬ꜘ │◗ⱶ ─ ⌐ ∆╢  

 
─  ⇔ↄ│ ─◗ⱶ ⁸◗ⱶ ⁸ ◗ⱶ │◗ⱶⱣfi♪ ─ ⌐ ∆╢ꜝ♥♠◒☻

 
 

 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡ ≠↑  
Ɫ ♃fi♬fi≠↑  
♬ ◒꜡ⱶ  
ⱱ  
 

 ●ꜝ☻ │●ꜝ☻ ─ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡ ●☻  
 

 ☿ⱷfi♩ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
Ɫ ╩ ╗⁹  
 

 ◖fi◒ꜞכ♩ ─ ⌐ ∆╢Ᵽ♠♅ꜘכⱪꜝfi♩ 
 

 ⅛═ ─ ⌐ ∆╢  
 

 ─ ⌐ ∆╢  
 

 ℮╦ ╩ ╗⁹ ─ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
Ɫ  
♬  
 

 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡  
 

 ─ ⌐ ∆╢  
 

 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
ꜟכ♃ ▬ ┘●☻  

 ꜡ ●☻  
Ɫ  
♬ ╣  
ⱱ ∂╪  
 

 ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬ ∕℮ 

 ꜡ ╩ ↄ⁹  
Ɫ ╣  
♬  
ⱱ ●☻  
Ⱬ ∂╪  
 

 │ ╩ ╗⁹ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬ ╣  

 ꜡  
Ɫ ◌♪Ⱶ►ⱶ │ ─  
♬  
ⱱ ●☻  
 
─  ⅝┘╪ ─ ⌐ ∆╢ ┘╪  

 
─  ╩ ≤∆╢ ─℮∟⁸ ●☻  

 
 ●☻ ☻◒כ◖│ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
ꜟכ♃ ▬ ┘●☻  

 ꜡ ●☻ ╩ ╗⁹  
 
─  ⌐ ∆╢╙─╩™℮⁹⁸

⌐ ∆╢╙─╩™℮⁹ │ ⌐ ∆╢╙─╩™℮⁹ ─
─℮∟⁸ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ ↓╣╠─ ⅜ √╡ ⱷכ♩ꜟ ─ ⌐ ╢╙─╩ ↄ⁹  
▬ ≢╪  

 ꜡ ╤  
 

 │▪ꜟ◌ꜞ⌐╟╢  
 

 ╘≈⅝  
 
─  ◄♅꜠fi○◐◘▬♪ │ , ☺○◐◘fi─ ⌐ ∆╢╙─╩ ↄ  
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─  ⌐ ∆╢╙─

⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢╙─ ┘ ⌐ ∆╢ ╩ ↄ⁹ ╩™℮⁹ ─ ⌐ ∆╢
≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬ ∟╝℮  

 ꜡  
Ɫ  
 
─  ─ ⌐ ∆╢ ╩™℮⁹ ∂⁹⌐ ↕╣╢∟╝℮
─ ⌐ ∆╢ ─ ⌐₈ ₉≤™℮⁹ ⅜ ⱷכ♩ꜟ ─ ⌐ ╢╙─╩ ↄ⁹  

 
─  │ ─ ⌐ ∆╢∟╝℮ ⅜ ⱷכ♩ꜟ ─ ⌐ ╢╙─╩ ↄ⁹  

 
─  ┘ ─ ⌐ →╢╙─╩ ↄ⁹⌐ ↕╣╢∟╝℮ ⅜ ⱷכ♩ꜟ ─ ⌐
╢╙─╩ ↄ⁹  

 
─  ∕┌ ⁸℮≥╪ ⁸∆⇔ ─╒⅛⁸ ∕─ ─ ≤ ╘╠╣╢ ╩ ⇔⌂™ ⌐ →╢╙─╩ ↄ⁹⌐
↕╣╢∟╝℮ ⅜ ⱷכ♩ꜟ ─ ⌐ ╢╙─╩ ↄ⁹  

 
─  ⁸Ᵽ⁸כ◐ꜗⱣ꜠⁸כ♫▬♩◒ꜝⱩ∕─ ↓╣╠⌐ ∆╢ ≢ ╩ ↑≡ ─ ╩⇔⁸ │ ⌐♄fi☻╩↕∑╢╙─
⌐ ↕╣╢∟╝℮ ⅜ ⁸ ⱷכ♩ꜟ ─ ⌐ ╢╙─╩ ↄ⁹  

 
 ─ ⌐ ∆╢  

 
 ─ ⌐ ∆╢ ⱨ▬ꜟⱶ  

 
─  ─ ⌐ ∆╢╙─╩™℮⁹ ∂⁹≢ ⅜ ≢№╢╙
─⌐ ↕╣╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬ ∟╝℮  

 ꜡  
Ɫ  
 

 ≤ │ ─ ⌐ ∆╢  
 
─  ⌐ ∆╢╙─╩™℮⁹ ∂⁹ ≤⇔≡ │

⅛╠ ↕╣╢ ─ ─√╘∕─ ─ ⌐⅔™≡ ↕╣╢ ≢⁸∕─ ╩ ≤⇔≡ ─
⌐ ∆╢ ⁸ ╩ ╗ ⌐ ∆╢ │ ╩ ╗ ⌐ ⇔ ∆╢√╘─╙─╩ ↄ⁹⌐ ↕╣╢ ≢№≈≡⁸
⌐ →╢╙─ ⌐ ╢╙─⌐ ╡⁸↓╣╠─ ⅜ ⁸₃₃₃ ⱷכ♩ꜟ ─ ⌐ ╢╙─╩ ↄ⁹  
▬  

 ꜡  
 

 ┘ ─ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢╙─╩™℮⁹  
 
─  ⌐ ∆╢╙─╩™℮⁹ ∂⁹─ ⌐ ∆╢

─ ⅜ ⱷכ♩ꜟ ─ ⌐ ╢╙─ ┘ ⌐ →╢╙─╩ ↄ⁹  
 

  
 
─  ─╖⌐ ╢╙─╩ ↄ⁹⌐ ∆╢ ⁸ ⁸ │ ╩ ℮ ≢ ≢ ╘╢╙─⌐
↕╣╢∕╣╠─ ─ ⌐ ∆╢ ≢№≈≡⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬  

 ꜡ ╣  
 
─  ─ ┘ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢╙─╩™℮⁹≢
№╢  

 
─  ─ ┘ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢╙─╩™℮⁹ ─℮∟⁸ ⌐ →╢╙─ 
▬ ─ ┘ ⌐ ∆╢ ⁸ ⅛╠ ╕≢⁸ │
⌐ →╢ ≢№≈≡⁸ ⇔ↄ│ │ ─ ┘ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢

─ ╩ ≤⇔≡ ℮ √∞⇔ ─ ⌐╟╡ ─ ╩ ↑╢↓≤╩ ⇔⌂™ ┘
─ √∞⇔ ─ ⌐╟╡ ─ ╩ ↑╢↓≤╩ ⇔⌂™ ╩ ↄ⁹ ╩™℮⁹ ⅜ ∆╢╙─ 

 ꜡ ─ ┘ ⌐ ∆╢ ⅛╠ ╕≢⌐ →╢  
 
─  ♩ꜞ◒꜡꜡◄♅꜠fi⁸♥♩ꜝ◒꜡꜡◄♅꜠fi │☺◒꜡꜡ⱷ♃fi⌐╟╢ ⌐ ∆╢╙─╩ ↄ⁹  

 
─  ♩ꜞ◒꜡꜡◄♅꜠fi⁸♥♩ꜝ◒꜡꜡◄♅꜠fi │☺◒꜡꜡ⱷ♃fi─ ⌐ ∆╢╙─╩ ↄ⁹  

 
 ⇔ ─ ⌐ ∆╢ ⌐╟╡ ⇔√ ⅜ ─⇔ ╩
ↄ⁹  

 
  

 
 ⅛╠ ↕╣╢ ⌐ ↕╣╢╙─╩ ↄ⁹ ─ ⌐ →╢╙─╩ ↄ⁹  

 
 

  
─ ⌐ ∆╢ ⌐╟╡ ⇔√ ⅜

─⇔     
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─ ≤ ⌐ ∆╢    
 

 1─  ⌐ ∂  
 

 ─ ⁸ ─ ⁸ ─ ⁸ ─ ⁸ ─ ⁸ ─ ⁸ ─ ⅛╠ ─ ╕≢⁸ ─ ⁸ ─ ⁸ ─ ⁸ 

─ ┘ ─ (  ─ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸
⁸ ─ ⌐ ∂)⌐ →╢ ─ ─ ⌐ ∆╢ ●☻  

  

 ─ ⁸ ─ ⁸ ─ ⁸ ─ ⁸ ─ ┘ ─  ─ ⁸ ⁸ ⁸⁸ ⁸
⁸ 2─ ⌐ ∂ ⌐ →╢ ─ ─ ⌐ ∆╢ ∂╪  

   

 ─  ─ ⌐ →╢ ─ ─ ⌐ ∆╢  
 

 ─ ⌐ ∆╢  

 
 ●☻ │ ●☻─ ─ ⌐ ∆╢●☻  

 

 ─ ⌐ ∆╢∟╜℮  
 │ ה ─ ה ─ ⅝≤ ⇔⌂™╙──╖⁸

─ ⅝⅜  

 ⌐≈™≡│⁸ / ─ │ ╩ │ ∆╢  
 ⌐≈™≡│⁸ / ─ │ ─ ⅜ ─╙─ 

 

─ ≤ ⌐ ∆╢    
 

 1⌐ →╢ ─ ╘∫⅝  

 ≢╪┴╪ │ ≢╪┴╪─ ─ ⌐ ∆╢ ≢№∫≡⁸ ⌐ →╢╙─ 

(1)  ∑⅝  (2) ╩ ╗⁹  (3)   (4)  ∞╘ ┘↓╣⌐ ∆╢  

 ─ ⌐ ∆╢  

 Ɽꜟⱪ⁸ │ ─ ─ ⌐ ∆╢ ≢№∫≡⁸ ⌐ →╢╙─ 

(1) ∑⅝  (2) (3) כ◌    (4)   (5)  (6)♅♇ⱪ ┘Ɽꜟⱪ  

(7)   (8)  ╩ ╗⁹)  (9)  ☿꜡Ɫfi  (10)   (11)  ●☻  

 ─ ⌐ ꜟכ◖ꜟ▪╢∆  

 ═╪⅜╠ ─ ⌐ ∆╢ ≢№∫≡⁸ ⌐ →╢╙─ 

(1)  ●☻  (2)  ═╪⅜╠   
 

 ∕─ ₈ ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢ ₉ ⌐ →╢ ╙ ─  

 

 Г↕ ͈ ֯ᾍ ӢḢ ὑ 
─ ≤ ⌐ ∆╢ ⌐ ≠ↄ ─ ─ ╩ ∆╢ ─  

47 482 ─16   

  1 ⅜ ⌂   ≢⅝⌂™  

 
 

 
3 ⌐№╢ ⅎ╪ ─ ⅛╠ ─ ⅔╟┘

⌐№╢ ─√╘─ⅎ╪ ⅛╠ ─ ⌂╠┘⌐↓

╣╠⌐ ∆╢ ⌐ ╢  

 

 
 

761 ⌐№╢ ─√╘─ⅎ

╪ ⅛╠ ─ ⅔╟┘↓╣⌐ ∆╢ ⌐⅛⅛╢  

 

 
 

⌐№╢ ─√╘─ⅎ╪ ⅛╠ ─

⅔╟┘↓╣⌐ ∆╢ ⌐⅛⅛╢  

 

 
 

⌐№╢ ─√╘─ⅎ╪ ⅛╠ ─

⅔╟┘↓╣⌐ ∆╢ ⌐⅛⅛╢  

 

 
 

⌐№╢ ─√╘─ⅎ╪ ⅛╠ ─

⅔╟┘ ⌐№╢ ─√╘─ⅎ╪ ⅛╠

─ ⌂╠┘⌐↓╣⌐ ∆╢ ⌐⅛⅛╢  

 

 
 

ⱡ 398 ─3 ⌐№╢ ⅛╠ ─ ⅔

╟┘↓╣⌐ ∆╢ ⌐⅛⅛╢  

 

 
 

318 ─2 ⌐№╢ ⅛╠ ─

⅔╟┘↓╣⌐ ∆╢ ⌐⅛⅛╢  

 

 
2 12 ⌐№╢ ⅛╠ ─ ⌐ ∆╢

⌐⅛⅛╢  

─

⅛╠ 1 24 ─

─ ⌐ ∆╢ ⌐

⅛⅛╢ ≢№∫≡⁸ 2 ─  

 47 4 1 ⌐⅔™≡ ⌐ ↕╣≡™╢ ⅜⁸ ╙⇔ↄ│ ⌐╟╡⁸╕√│ ─ ⌐
≠ↄ ─ ≤⇔≡↓─ ⌐ ╘╢ ⌐ ∆╢ ⁸ ⌐ ∆╢ │ ↕╣╕∑╪ 
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 ὡ ṑ ὑ  ʝ           
  ╩ ⇔≡™╕∆⁹ ─ │⁸₈ ₉╩↔ ↄ∞↕™⁹ 
 

  

 

   

 

   

ⱱꜟⱶ▪ꜟ♦ⱥ♪ ◒꜡꜡ⱱꜟⱶ ◒꜡ꜟⱧꜞⱱ☻ 

ⱥ♪ꜝ☺fi ☺ⱷ♅  ꜟ ⱨ♃ꜟ ⱦ☻(2-◄♅ꜟⱫ◐◦ꜟ  

ⱥ♪꜡◐◦ꜟ▪Ⱶfi ◒꜡ꜟⱧ◒ꜞfi ▪ꜝ♬◌ꜟⱩ 

 ☺◒꜡ꜟⱲ☻  ◒꜡ꜟ♦fi 

 ○◐◦♦ⱪ꜡ⱱ☻   

♫♩ꜞ►ⱶ ♩ꜟ◄fi ▪ꜟⱵ♬►ⱶ ┘∕─  

▪◒ꜞ꜡♬♩ꜞ  ꜟ ◄Ⱨ◒꜡꜡ⱥ♪ꜞfi ♬♇◔ꜟ ┘∕─  

◌ꜞ►ⱶ ☻♅꜠fi ⸗ꜞⱩ♦fi ┘∕─  

▪◒ꜞꜟ▪Ⱶ♪ ◐◦꜠fi ▪fi♅⸗fi ┘∕─  

▪◒ꜞꜟ  p-☺◒꜡꜡ⱬfi♀fi ┘∕─  

♫♩ꜞ►ⱶ ⱨ▼ⱡⱩ◌ꜟⱩ  ┘∕─  

 ⱪ꜡Ⱨ◙Ⱶ♪ ◒꜡ⱶ ┘∕─ ◒꜡ⱶ

╩ ↄ  ◄♅  ꜟ ◒꜡꜡♃꜡♬ꜟ  

t )  ⱨ▼♬♩꜡♅○fi  ⱴfi●fi ┘∕─  

 ▬ⱪ꜡ⱬfiⱱ☻  ┘∕─  

ⱱ☻◕fi ▬♁ⱪ꜡♅○ꜝfi ┘∕─  

1,2-☺◒꜡꜡ⱪ꜡Ɽfi ♄▬▪☺ⱡfi ┘∕─  

◒꜡ꜟ☻ꜟⱱfi  ▬♁◐◘♅○fi ⱨ▼ⱡכꜟ ┘∕─  

♅○♬  ꜟ ◒꜡ꜟ♬♩꜡ⱨ▼fi  Ⱬ◐◘ⱷ♅꜠fi♥♩ꜝⱵfi 
 
 原油、 重油、 潤滑油、 軽油、 灯油、 揮発油、 動植物油 

◌♪Ⱶ►ⱶ ┘∕─  ☺◒꜡꜡◄♅꜠fi 

◦▪fi  ♩ꜞ◒꜡꜡◄♃fi 

Ɽꜝ♅○fi ⱷ♅ꜟⱤꜝ♅○fi ⱷ
♅ꜟ☺ⱷ♩fi ┘ ⌐ ╢⁹  

♩ꜞ◒꜡꜡◄♃fi 

☺◒꜡꜡ⱪ꜡Ɑfi 

┘∕─  ♅►ꜝⱶ 

◒꜡ⱶ  ◦ⱴ☺fi 

┘∕─  ♅○ⱬfi◌ꜟⱩ 

┘▪ꜟ◐ꜟ ∕─ ─  ⱬfi♀fi 

ⱳꜞ ⱦⱨ▼♬  ꜟ ☿꜠fi ┘∕─  

♩ꜞ◒꜡꜡◄♅꜠fi ╒℮ ┘∕─  

♥♩ꜝ◒꜡꜡◄♅꜠fi ┤≈ ┘∕─  

☺◒꜡꜡ⱷ♃fi ▪fi⸗♬▪ ▪fi⸗♬►ⱶ
┘   

☺◒꜡꜡◄♃fi ⱦ♬ꜟ⸗ⱡⱴכ 

☺◒꜡꜡◄♅꜠fi ☺○◐◘fi 

水素イオン濃度 亜鉛含有量 

生物化学的酸素要求量及び 

化学的酸素要求量 

溶解性鉄含有量 

溶解性マンガン含有量 

浮遊物質量 クロム含有量 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量  

（ ה  

大腸菌群数 

窒素又りんの含有量（湖沼植物プランクトン又は海洋植物プラ

ンクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境

省令で定める場合におけるものに限る。） 

フェノール類含有量 

銅含有量 
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 Ḩ  
 

   
╩ ╘╢ 46 35 ה  

⌐ ╢  
─   

◌♪Ⱶ►ⱶ ┘∕─   ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝◌♪Ⱶ►ⱶ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

◦▪fi  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝◦▪fi Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

Ɽꜝ♅○fi ⱷ♅ꜟⱤꜝ♅○fi
ⱷ♅ꜟ☺ⱷ♩fi ┘ ⌐ ╢⁹  

ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

┘∕─  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

◒꜡ⱶ  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ ◒꜡ⱶ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

┘∕─  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

┘▪ꜟ◐ꜟ ∕─ ─  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

▪ꜟ◐ꜟ  ↕╣⌂™↓≤⁹ 

ⱳꜞ ⱦⱨ▼♬  ꜟ ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

♩ꜞ◒꜡꜡◄♅꜠fi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

♥♩ꜝ◒꜡꜡◄♅꜠fi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

☺◒꜡꜡ⱷ♃fi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

☺◒꜡꜡◄♃fi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

☺◒꜡꜡◄♅꜠fi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

◦☻ ☺◒꜡꜡◄♅꜠fi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

♩ꜞ◒꜡꜡◄♃fi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

♩ꜞ◒꜡꜡◄♃fi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

☺◒꜡꜡ⱪ꜡Ɑfi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

♅►ꜝⱶ ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

◦ⱴ☺fi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

♅○ⱬfi◌ꜟⱩ ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

ⱬfi♀fi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

☿꜠fi ┘∕─  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝☿꜠fi Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

╒℮ ┘∕─   

─ ⌐ ↕╣╢╙─ ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝╒
℮ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 
⌐ ↕╣╢╙─ ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝╒℮ Ⱶꜞ◓

ꜝⱶ 

┤≈ ┘∕─   

─ ⌐ ↕╣╢╙─ ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝┤
≈ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 
⌐ ↕╣╢╙─ ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝┤≈ Ⱶꜞ◓ꜝ

ⱶ 
▪fi⸗♬▪ ▪fi⸗♬►ⱶ
┘   

ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝▪fi⸗♬▪ ⌐ ╩ ∂√╙─
┘ ─ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

☺○◐◘fi  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

 

備 考 

１ 「検出されないこと。」とは、第２条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、

その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 

２ 砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一

部を改正する政令（昭和４９年政令第３６３号）の施行の際現にゆう出している温泉（温泉法（昭和２３年法律第１２５号）第２条第１

項に規定するものをいう。以下同じ。）を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 
 

＊ 暫定排水基準が設定されている業種があります。省令を確認してください。  
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⌐ ╢  
 

   

▬○fi  
海域以外の公共用水域に排出されるもの５．８以上８．６以下 
海域に排出されるもの５．０以上９．０以下 

 
 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝Ⱶꜞ◓ꜝⱶ  

 

 
 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝Ⱶꜞ◓ꜝⱶ  

 

 
 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝Ⱶꜞ◓ꜝⱶ  

 

ⱡꜟⱴꜟⱫ◐◘fi  
 

 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝Ⱶꜞ◓ꜝⱶ  
 

ⱡꜟⱴꜟⱫ◐◘fi  
 

 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝Ⱶꜞ◓ꜝⱶ  
 

ⱨ▼ⱡכꜟ  
 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝Ⱶꜞ◓ꜝⱶ  

 

 
 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝Ⱶꜞ◓ꜝⱶ  

 

  
 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝Ⱶꜞ◓ꜝⱶ  

  

 
 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝Ⱶꜞ◓ꜝⱶ  

 

ⱴfi●fi  
 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝Ⱶꜞ◓ꜝⱶ  

 

◒꜡ⱶ  
 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝Ⱶꜞ◓ꜝⱶ  

 

 
 ☿fi♅ⱷכ♩ꜟ⌐≈⅝  

 

  
 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝Ⱶꜞ◓ꜝⱶ  

 

  
 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝Ⱶꜞ◓ꜝⱶ  

 

 
備 考 

１ 「日間平均」による許容限度は、１日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。(p45参照) 

２ この表に掲げる排水基準は、１日当たりの平均的な排出水の量が５０立方メートル以上（30 立方メートル：ｐ44 備考７参照）

である工場又は事業場に係る排出水について適用する。 

３ 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含

む。）に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。 

４ 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基

準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆ

う出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 

５ 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用し、

化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限つて適用する。 

６ 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境

大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域（湖沼であって水の塩素イオン含有量

が１リットルにつき９，０００ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公

共用水域に排出される排出水に限つて適用する。 

７ 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣

が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに

流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。 
 

＊ 暫定排水基準が設定されている業種があります。省令を確認してください。 
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 ∑  
─ ⌐ ∆╢ 49 18  

⌐ ╢  
 

─  
 

 ∕─ ─  

◦▪fi  
ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝◦▪fi 

Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝◦▪fi 

Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

（パラチオン、メチルパラチ
オン、メチルジメトン及びＥＰＮに限る。） 

ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ 

Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ 

Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

◒꜡ⱶ  
ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ ◒꜡ⱶ 

Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ ◒꜡ⱶ 

Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

┘∕─  Ί 
ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝  

Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 
 
備 考 

１ この表に掲げる排水基準を適用すべき区域の範囲は、県の区域に属する公共用水域の全域とする。 

２ この表に掲げる排水基準は、法第２条第２項に規定する特定施設（以下「特定施設」という。）及び瀬戸内海環境保全特別措

置法第１２条の２の規定により法第２条第３項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設（以下「みなし指定地域特定施

設」という。）を設置する工場又は事業場（以下「特定事業場」という。）に係る排出水について適用する。 

３ 砒素及びその化合物についての排水基準は、温泉（温泉法（昭和２３年法律第１２５号）第２条第１項に規定するものをいう。

以下同じ。）を利用する特定事業場のうち、旅館その他の宿泊所及び医療業に該当するものに係る排出水については、当分

の間、適用しない。 

４ この表に掲げる排水基準は、１の施設が特定施設又はみなし指定地域特定施設（以下「特定施設等」という。）となつた際現

に当該施設のみを特定施設等として設置している者の当該施設を設置している工場又は事業場に係る排出水については、当

該施設が特定施設等となつた日から次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる期間は、適用しない。 

(１) 特定施設 ６月間（当該施設が法第１２条第２項に規定する政令で定める施設である場合にあつては、１年間） 

(２) みなし指定地域特定施設 １年間（当該施設が法第１２条第３項に規定する政令で定める施設である場合にあつては、３年

間） 

５ 「既設特定事業場」とは次に掲げる特定事業場をいい、「その他の特定事業場」とは既設特定事業場以外の特定事業場をい

う。 

(１) 昭和４９年４月１日において、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する

政令（昭和４９年政令第３６３号。以下「昭和４９年改正政令」という。）の規定による改正前の水質汚濁防止法施行令（昭和４６年

政令第１８８号。以下「政令」という。）別表第１に掲げる特定施設を設置している者の当該特定施設を設置している特定事業場 

(２) 昭和５１年４月１日において、昭和４９年改正政令の規定により政令別表第１に追加された特定施設のみを特定施設として

設置している者の当該特定施設を設置している特定事業場 

(３) 昭和６３年４月１日において、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（昭和５１年政令第１２２号。以下「昭和５１年改

正政令」という。）、瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（昭和５４年政令

第１３２号。以下「昭和５４年改正政令」という。）、水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を

改正する政令（昭和５６年政令第３２７号。以下「昭和５６年改正政令」という。）及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する

政令（昭和５７年政令第１５７号。以下「昭和５７年改正政令」という。）の規定により政令別表第１に追加された特定施設のみを

特定施設として設置している者の当該特定施設を設置している特定事業場 

(４) 平成３年１１月１日において、水質汚濁防止法施行令等の一部を改正する政令（平成２年政令第２６６号。以下「平成２年改

正政令」という。）の規定により定められたみなし指定地域特定施設のみを特定施設等として設置している者の当該みなし指

定地域特定施設を設置している特定事業場 

(５) 備考４に規定する特定施設等のみを特定施設等として設置している者の当該特定施設等を設置している特定事業場 
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⌐ ╢  

瀬戸内海水域における有害物質以外のものに係る排水基準 

 

区   分 

許       

生物化学的 

酸素要求量 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

化 学 的 

酸素要求量 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

浮遊物質量 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

 
 

既
設
特
定
事
業
場 

畜産農業 
排水量１００ｍ３未満のもの － １６０（１２０） － 

排水量１００ｍ３以上のもの １００ （８０） １００ （８０） １５０（１２０） 

鉱 業 
排水量１，０００ｍ３未満のもの ６０ （５０） ６０ （５０） １００ （８０） 

排水量１，０００ｍ３以上のもの ３５ （２５） ３５ （２５） ８０ （６０） 

食料品製造業及び飲料・

飼料・たばこ製造業（た

ばこ製造業を除く。） 

排水量１，０００ｍ３未満のもの － １３０（１００） － 

排水量１，０００ｍ３以上５，０００ｍ３ 

未満のもの 
１００ （８０） ９０ （７０） １３０（１００） 

排水量５，０００ｍ３以上１０，０００ｍ３ 

未満のもの 
６５ （５０） ５５ （４０） ８０ （６０） 

排水量１０，０００ｍ３以上のもの ３５ （２５） ２５ （２０） ５０ （４０） 

繊
維
工
業 

染色整理業 
排水量５，０００ｍ３未満のもの － １００ （８０） ９０ （７０） 

排水量５，０００ｍ３以上のもの ５５ （４０） ３５ （２５） ５０ （４０） 

その他のもの 
排水量１，０００ｍ３未満のもの ６５ （５０） ６５ （５０） １５０（１２０） 

排水量１，０００ｍ３以上のもの ３５ （２５） ３５ （２５） ５０ （４０） 

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工

品
製
造
業 

パルプ製造業 ９０ （７０） ９０ （７０） １３０（１００） 

その他のもの 

排水量５，０００ｍ３未満のもの ８０ （６０） ８０ （６０） ９０ （７０） 

排水量５，０００ｍ３以上１０，０００ｍ３ 

未満のもの 
５５ （４０） ５５ （４０） ６５ （５０） 

排水量１０，０００ｍ３以上のもの ３０ （２０） ３０ （２０） ５０ （４０） 

化
学
工
業 

ゼラチン・接着剤製造業 － １６０（１２０） － 

その他のもの 

排水量１，０００ｍ３未満のもの １３０（１００） ６５ （５０） １５０（１２０） 

排水量１，０００ｍ３以上１０，０００ｍ３ 

未満のもの 
８０ （６０） ５５ （４０） １３０（１００） 

排水量１０，０００ｍ３以上３０，０００ｍ３ 

未満のもの 
４０ （３０） ３５ （２５） ８０ （６０） 

排水量 

３０，０００

ｍ３以上の

もの 

乳化重合法によるアクリル系繊

維製造工程を有するもの 
２０ （１０） ３５ （２５） ５０ （４０） 

酢酸綿製造工程を有するも

の 
２０ （１０） ３０ （２０） ５０ （４０） 

その他のもの ２０ （１０） ２０ （１０） ５０ （４０） 

石油精製業及び潤滑油

製造業 

排水量１００ｍ３未満のもの ４０ （３０） ４０ （３０） ５０ （４０） 

排水量１００ｍ３以上４００ｍ３未満のもの ３０ （２０） ３０ （２０） ４０ （３０） 

排水量４００ｍ３以上のもの ２０ （１０） ２０ （１０） ３０ （２５） 

コークス製造業 

排水量１００ｍ３未満のもの ４０ （３０） ４０ （３０） ５０ （４０） 

排水量１００ｍ３以上４００ｍ３未満のもの ３０ （２０） ３０ （２０） ５０ （４０） 

排水量４００ｍ３以上のもの ２０ （１０） ３０ （２０） ５０ （４０） 
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容        限        度 

ノルマルヘキサン抽出物質含

有量  （単位：ｍｇ／ℓ） 

フェノール

類含有量 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

  

 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

 

 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

ⱴfi●

fi  

（単位：ｍｇ／ℓ） 

◒꜡ⱶ 

 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

 

（単位：個/ｃｍ３） 
鉱油類 動植物油脂類 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

－ ２０ － － － － － － － 

－ １５ － － － － － － － 

－ ９ － － － － － － － 

－ ７ － － － － － － － 

－ － １ － － － － － － 

－ １５ １ － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

－ ２０ － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

－ － １ － － － － － － 

－ － １ － － － － － － 

－ － １ － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

４ － １ － － ３ － － － 

３ ２０ １ － － ３ － － － 

２ １５ １ － － ３ － － － 

１．５ １０ １ － － ３ － － － 

１．５ １０ １ － － ３ － － － 

１．５ １０ １ － － ３ － －  

１ － １ － － － － － － 

１ － １ － － － － － － 

１ － １ － － － － － － 

２ － １ － － － － － － 

２ － １ － － － － － － 

２ － １ － － － － － － 
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区   分 

許       

生物化学的 

酸素要求量 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

化 学 的 

酸素要求量 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

浮遊物質量 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

 
 

既
設
特
定
事
業
場 

なめし革製造業 － １６０（１２０） － 

骨材・石工品等製造業 
排水量１，０００ｍ３未満のもの ６０ （５０） ６０ （５０） １００ （８０） 

排水量１，０００ｍ３以上のもの ３５ （２５） ３５ （２５） ８０ （６０） 

鉄鋼業，非鉄金属製造

業，金属製品製造業，一

般機械器具製造業，電気

機械器具製造業，輸送用

機械器具製造業及び精

密機械器具製造業 

排水量１，０００ｍ３未満のもの １００ （８０） １００ （８０） １５０（１２０） 

排水量１，０００ｍ３以上５，０００ｍ３ 

未満のもの 
６０ （５０） ６０ （５０） ９０ （７０） 

排水量５，０００ｍ３以上１０，０００ｍ３ 

未満のもの 
３５ （２５） ３５ （２５） ５０ （４０） 

排水量１０，０００ｍ３以上のもの ２０ （１０） ２０ （１０） ４０ （３０） 

ガス業 

排水量１００ｍ３未満のもの ４０ （３０） ４０ （３０） ５０ （４０） 

排水量１００ｍ３以上４００ｍ３未満のもの ３０ （２０） ３０ （２０） ５０ （４０） 

排水量４００ｍ３以上のもの ２０ （１０） ３０ （２０） ５０ （４０） 

旅館その他の宿泊所 １００ （８０） １１０ （９０） １３０（１００） 

医療業 １００ （８０） １００ （８０） １３０（１００） 

と畜場 ８０ （６０） ８０ （６０） ９０ （７０） 

研究，試験，検査等の業務用の施設 １００ （８０） １００ （８０） １３０（１００） 

し
尿
処
理
施
設 

し
尿
浄
化
槽 

処理対象人員 

２０１人以上５０１

人未満のもの 

昭和 ４ ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 

以前に設置し た も の 

指定区域 ８０ （６０） １１０ （９０） １３０（１００） 

その他の区域 １２０ （９０） １３０（１００） １５０（１２０） 

昭和４９年４月１日から昭和５６年５月

３１日までに設置したもの 

３０１人未満のもの ８０ （６０） １１０ （９０） １３０（１００） 

３０１人以上のもの ４０ （３０） ７０ （６０） ９０ （７０） 

昭和５６年６月１日以降に設置したもの ４０ （３０） ７０ （６０） ９０ （７０） 

処理対象人員 

５０１人以上のも

の 

指定区域 ４０ （３０） ７０ （６０） ９０ （７０） 

その他 

の区域 

処理対象人員2,000人未満のもの ８０ （６０） １１０ （９０） １３０（１００） 

処理対象人員2,000人以上のもの ４０ （３０） ７０ （６０） ９０ （７０） 

その他のもの ４０ （３０） ７０ （６０） ９０ （７０） 

下水道終末処理施設 
中級処理のもの ８０ （６０） － １３０（１００） 

高級処理のもの ２５ （２０） － ９０ （７０） 

その他の業種又は施設 

排水量１，０００ｍ３未満のもの １００ （８０） １００ （８０） １５０（１２０） 

排水量１，０００ｍ３以上５，０００ｍ３ 

未満のもの 
６０ （５０） ６０ （５０） ９０ （７０） 

排水量５，０００ｍ３以上１０，０００ｍ３ 

未満のもの 
３５ （２５） ３５ （２５） ５０ （４０） 

排水量１０，０００ｍ３以上のもの ２０ （１０） ２０ （１０） ４０ （３０） 
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容        限        度 

ノルマルヘキサン抽出物質含

有量  （単位：ｍｇ／ℓ） 

フェノール

類含有量 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

  

 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

 

 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

ⱴfi●

fi  

（単位：ｍｇ／ℓ） 

◒꜡ⱶ 

 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

 

（単位：個/ｃｍ３） 
鉱油類 動植物油脂類 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

４ － １ － － － － － － 

２ ２０ １ － － － － － － 

１．５ １５ １ － － － － － － 

１．５ １５        

２ － １ － － － － － － 

２ － １ － － － － － － 

２ － １ － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － （２，０００） 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

４ － １ － － － － － － 

２ ２０ １ － － － － － － 

１．５ １５ １ － － － － － － 

１．５ １５ １ － － － － － － 
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区   分 

許       

生物化学的 

酸素要求量 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

化 学 的  

酸素要求量 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

浮遊物質量 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

 
 

そ
の
他
の
特
定
事
業
場 

旅館その他の宿泊所 ２５ （２０） ２５ （２０） ６０ （４０） 

医療業 ２５ （２０） ２５ （２０） ６０ （４０） 

研究，試験，検査等の業務用の施設 ２５ （２０） ２５ （２０） ６０ （４０） 

し尿処理施設 
し尿浄化槽 ２５ （２０） ５０ （４０） ９０ （７０） 

その他のもの ２５ （２０） ６０ （５０） ９０ （７０） 

下水道終末処理施設 ２５ （２０） － ９０ （７０） 

その他の業種又は施設 

排水量１００ｍ３未満のもの ４０ （３０） ４０ （３０） ５０ （４０） 

排水量１００ｍ３以上４００ｍ３未満のもの ３０ （２０） ３０ （２０） ４０ （３０） 

排水量４００ｍ３以上のもの ２０ （１０） ２０ （１０） ３０ （２０） 
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 ⁸ ⁸ ⁸ ⱴfi●fi ┘◒꜡ⱶ ⌐≈™≡─ │⁸
⌐⅔™≡╝℮ ⇔≡™╢ ╩ ∆╢ ∕─ ─ ⌐ ∆╢ ⌐ ╢ ⌐≈™≡│⁸

─ ⁸ ⇔⌂™⁹ 
 ↓─ ⌐ →╢ │⁸ ─ ⅜ ≤⌂≈√ ⌐ ─╖╩ ≤⇔≡ ⇔≡™╢ ─

╩ ⇔≡™╢ │ ⌐ ╢ ⌐≈™≡│⁸ ⅜ ≤⌂≈√ ⅛╠ ⌐ →╢ ⌐
∂⁸∕╣∙╣ ⌐ →╢ │⁸ ⇔⌂™⁹ 

( )   ⅜ ⌐ ∆╢ ≢ ╘╢ ≢№╢ ⌐№≈≡│⁸  
( )  ╖⌂⇔  ⅜ ⌐ ∆╢ ≢ ╘╢ ≢№╢ ⌐№≈≡
│⁸  

 ↓─ ⌐ ─ ╘─⌂™ ┘ ▬○fi ─ ⌐≈™≡─ │⁸ ⅜ ⱷכ♩
ꜟ ⱷכ♩ꜟ ≢№╢ ⌐№≈≡│ ╩ ╘╢ ⁹ ₈
₉≤™℮⁹ ≢ ╘╢ ≤⇔⁸ ⅜ ⱷכ♩ꜟ ≢№╢ ⌐№≈≡│↓─ ─ ⌐╟╢
─ ╘⅜⌂™╙─≤∆╢⁹ 

 ₈ ₉≤│ ⌐ →╢ ╩™™⁸₈∕─ ─ ₉≤│ ─ ╩
™℮⁹ 
( )  ⌐⅔™≡⁸ ─ ⌐╟╢ ─ ⌐ →╢ ╩ ⇔
≡™╢ ─ ╩ ⇔≡™╢  

( )  ⌐⅔™≡⁸ ─ ⌐╟╡ ⌐ ↕╣√ ─╖╩
≤⇔≡ ⇔≡™╢ ─ ╩ ⇔≡™╢  

( )  ⌐⅔™≡⁸ ⁸ ⁸ ┘
─ ⌐╟╡ ⌐ ↕╣√ ─╖╩ ≤⇔≡ ⇔≡™╢ ─ ╩

⇔≡™╢  
( )  ⌐⅔™≡⁸ ─ ⌐╟╡ ╘╠╣√╖⌂⇔ ─╖╩

≤⇔≡ ⇔≡™╢ ─ ╖⌂⇔ ╩ ⇔≡™╢  
( )  ⌐ ∆╢ ─╖╩ ≤⇔≡ ⇔≡™╢ ─ ╩ ⇔≡™╢  
 ₈ ₉≤│⁸ √╡─ ⌂ ─ ╩™℮⁹ 

10 ₈ ─╙─₉≤│ ⁸⸗♦▫ⱨ□▬♪⁸◄ꜘ꜠כ◦ꜛfi ∕─ ↓╣╠≤ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢
⅝╢ ⌐╟╡ ╩ ∆╢╙─╩™™⁸₈ ─╙─₉≤│ ⁸ ∕─ ↓╣╠≤ ⌐
∆╢↓≤⅜≢⅝╢ ⌐╟╡ ╩ ∆╢╙─╩™℮⁹ 

11 ₈ ₉≤│⁸ ⌐⅔™≡ ─
⌐ ≠⅝ ⅜ ⌐ ⅜№╢≤ ╘≡ ≢ ∆╢ ╩™℮⁹ 

12  ─ │⁸ ╩ ∆⁹ 
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容        限        度 

ノルマルヘキサン抽出物質含

有量  （単位：ｍｇ／ℓ） 

フェノール

類含有量 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

  

 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

 

 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

ⱴfi●

fi  

（単位：ｍｇ／ℓ） 

◒꜡ⱶ 

 

（単位：ｍｇ／ℓ） 

 

（単位：個/ｃｍ３） 
鉱油類 動植物油脂類 

－ － － － － － － － － 

１ ５ ０．１ ０．５ １．５ ２ ２ ０．６ （８００） 

１ ５ ０．１ ０．５ １．５ ２ ２ ０．６ （８００） 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － － － － － 

１ ５ ０．１ ０．５ １．５ ２ ２ ０．６ （８００） 

１ ５ ０．１ ０．５ １．５ ２ ２ ０．６ （８００） 

１ ５ ０．１ ０．５ １．５ ２ ２ ０．６ （８００） 

 

 

 ₈ ─ ─ ⌂ ₉ ┘₈ √╡─ ⌂ ─ ₉⌐≈™≡ 
 

─ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸
┘ ─ ⌐≈™≡│⁸₈ ₉⌐╟╢ ⅜ ╘╠╣≡™╕∆⁹ 

₈ ─ ─ ⌂ ₉≤│⁸₈ ─ ⌐⅔™≡ ╩ ⇔√ ─
╩™™⁸↓─ ⁸ ⅔╟┘ ⌐⅔™≡ ⅜ ↕╣≡™╢ ╩ ∏ ╗╙─≤⇔╕∆⁹

⌂⅔⁸ ⇔≡™╢ │⁸ ⌐≈⅝ ╩ ╘ ∆╢⁹₉╙─≤↕╣≡™╕∆⁹ 

 

₈ √╡─ ⌂ ─ ₉≤│⁸ ─ ⌐⅔↑╢ ─ ─ ╩™™⁸
⌐╟╡ ⇔╕∆⁹ 

 ŋ ⌐ ⇔≡™╢ ⌐⅔™≡ ⁸ ⅜ ⌂╢ ╩ ╗╟℮⌐⇔≡ ╩ ™⁸
⌐╟╡ ╘√ ≤⇔╕∆⁹⌂⅔⁸ ⌐ ⌐ ⅜ ∆╢ │⁸ ─ ╩ ≤⇔╕∆⁹ 

ההה  
 

√╡─ ⌂ ─  

 

─ ╩ ∫√ ─  

 

 

 o ╩ ∂≡╒╓ ⌂ ╩ ™⁸⅛≈ ⅜ ─╖─ │⁸ᵑ⌐⅛⅛╦╠∏⁸ ⌐╟╢↓≤⅜≢⅝╕
∆⁹ 

 
 

⅛ ─  

≢ ╠⅛⌐ ↕╣╢ ⇔ↄ│⁸ ⌐╟∫≡ ╠⅛⌐ ⅜ ≢⅝╢ ⌐
╢⁹  

⅛ ─  

 

⌂⅔⁸ ⌐≈™≡│⁸  昭和４６年９日２０日環水管第２４号₈ ─ ⌐≈™≡₉╩
⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
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 ₈ ≤⌂∫√ ₉ 
 

∑ │⁸ ⌐╟╡ √⌐ ≤⌂∫√ ⌐≈™≡⁸ ─

⁸₈ ₉ ─ ╩ ╘≡™╕∆⁹ 

─ ⌐╟╡⁸ ⌐ ↕╣√╙─│ ─≤⅔╡≢∆⁹ 

─   
 

 
│ ─  
─ │⁸ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

昭和４７年 
政令第３４６号 

Ｓ４７．１０．１ ─ ☻ⱦכ◘│   

昭和４９年 
政令第３６３号 

Ｓ４９．１２．１ 

─   

─  
⁸ ⁸ ─ ─  
≤⇔≡⁸ ⅜ ⌐  

  ꜞ
│ ─ ⇔ↄ│  

ꜞ ─╡ ⅝ ⁸▬ ♅│ ⅛╠∆≢⌐№╡ 
昭和５１年 
政令第１２２号 

Ｓ５１．６．１ 
─   
─   

昭和５４年 
政令第１３２号 Ｓ５４．５．１０ 

─  ⅜  

─  
 
─ ─ ┘ ⌐ ∆╢

⌐ ™ ─ ⅜  

昭和５６年 
政令第３２７号 Ｓ５７．１．１ 

─   
─  √┌↓  
─  │ ♅♇ⱪ  
─   
─  Ɽכ♥▬◒ꜟⱲכ♪  
─  ⁸ ⁸ │  
─  ◗ⱶ  
─  ◗ⱶ  
─  ⅝┘╪  
─   

７１の４ イ 
( ─ ─ ┘

⌐ ∆╢ ⌐ ™ ─ ⅜  
昭和５７年 
政令第１５７号 

Ｓ５７．７．１ ─   

昭和６３年 
政令第２５２号 

Ｓ６３．１０．１ 

─  ↄ  
─  │ 2 ↄ  
─  2 ↄ  

─  ∕┌ ⁸℮≥╪ ⁸∆⇔ ─ 2
ↄ  

─  
⁸Ᵽ⁸כ◐ꜗⱣ꜠⁸כ♫▬♩◒ꜝⱩ ─
⁸ ↄ  

平成２年 
政令第２６６号 

Ｈ３．４．１  ─⇔  

平成３年 
政令第２４０号 

Ｈ３．１０．１ 
─  

♩ꜞ◒꜡꜡◄♅꜠fi⁸♥♩ꜝ◒꜡꜡◄♅꜠fi │☺◒꜡꜡
ⱷ♃fi⌐╟╢ ☺◒꜡꜡ⱷ♃fi⌐ ╢╙─╩ ↄ  

─  
♩ꜞ◒꜡꜡◄♅꜠fi⁸♥♩ꜝ◒꜡꜡◄♅꜠fi │☺◒꜡꜡
ⱷ♃fi─ ☺◒꜡꜡ⱷ♃fi⌐ ╢╙─╩ ↄ  

平成１０年 
政令第１７３号 

Ｈ１０．６．１７ ７１の４ ロ 
 

12 10.1─ ─ ┘ ⌐ ∆╢
⌐ ™ ─ ⅜  

平成１１年 
政令第４１２号 

Ｈ１２．３．１ 
─  

♩ꜞ◒꜡꜡◄♅꜠fi⁸♥♩ꜝ◒꜡꜡◄♅꜠fi │☺◒꜡꜡
ⱷ♃fi⌐╟╢ ☺◒꜡꜡ⱷ♃fi⌐ ╢╙──╖  

─  ♩ꜞ◒꜡꜡◄♅꜠fi⁸♥♩ꜝ◒꜡꜡◄♅꜠fi │☺◒꜡꜡
ⱷ♃fi─ ☺◒꜡꜡ⱷ♃fi⌐ ╢╙──╖  

平成１３年 
政令第２０１号 

Ｈ１３．７．１ ─  ╩ ≤∆╢  
 

平成２４年 
政令第147号 

Ｈ２４．５．２５ 
─  

─ ⌐ ∆╢ 1,4-☺○◐◘fi
⅜ ∆╢╙─⌐ ╡⁸ ╩ ⇔⌂™╙─╩ ↄ⁹  

─  
◄♅꜠fi○◐◘▬♪ │1,4-☺○◐◘fi─
⌐ ∆╢╙─╩ ↄ⁹  

─ ⌐╟╢ ≤⌂∫√ ( ♬⁸ ⁸ ⁸ │ ╩ ∆
╢╙─⌐ ╠╣╢√╘  
 ᵑ ⱳꜞ ⱦⱨ▼♬ꜟ  
ᵒ ♩ꜞ◒꜡꜡◄♅꜠fi⁸♥♩ꜝ◒꜡꜡◄♅꜠fi  
ᵓ ☺◒꜡꜡ⱷ♃fi⁸ ⁸ ,2 ☺◒꜡꜡◄♃fi⁸1,1 ☺◒꜡꜡◄♅꜠fi⁸◦☻

1,2 ☺◒꜡꜡◄♅꜠fi⁸1,1,1 ♩ꜞ◒꜡꜡◄♃fi⁸1,1,2 ♩ꜞ◒꜡꜡◄♃fi⁸1,3 ☺◒꜡꜡ⱪ꜡Ɑfi⁸
♅►ꜝⱶ⁸◦ⱴ☺fi⁸♅○ⱬfi◌ꜟⱩ⁸ⱬfi♀fi⁸☿꜠fi  
ᵔ ╒℮ ⁸┤≈ ⁸▪fi⸗♬▪ה▪fi⸗♬►ⱶ ה ┘  
ᵕ ♩ꜝfi☻ 1,2 ☺◒꜡꜡◄♅꜠fi⁸ ⱦ♬ꜟ⸗ⱡⱴ⁸1,4כ΅☺○◐◘fi  
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 ⅜ ╘╢ ─ ה ⌐ ╢╙─╩ ↄ  
─ ≤ ⌐ ∆╢ ─ ⌐ ≠ↄ ⌐⅔↑╢ 542
5   

    
        

 

 

◌♪Ⱶ►ⱶ ┘∕─  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝◌♪Ⱶ►ⱶ≤⇔≡ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

◦▪fi  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝◦▪fi≤⇔≡ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

╡╪  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

┘∕─  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ ≤⇔≡ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

◒꜡ⱶ  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ ◒꜡ⱶ≤⇔≡ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

└ ┘∕─  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝└ ≤⇔≡ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

┘▪ꜟ◐ꜟ ∕─ ─  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ ≤⇔≡ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

▪ꜟ◐ꜟ  ↕╣⌂™↓≤⁹ 

ⱳꜞ◒꜡ꜞⱠ▬♥♇♪ⱦⱨ▼♬ꜟ PCB ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

♩ꜞ◒꜡꜡◄♅꜠fi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

♥♩ꜝ◒꜡꜡◄♅꜠fi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

☺◒꜡꜡ⱷ♃fi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

☺◒꜡꜡◄♃fi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

☺◒꜡꜡◄♅꜠fi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

◦☻ ☺◒꜡꜡◄♅꜠fi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

♩ꜞ◒꜡꜡◄♃fi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

♩ꜞ◒꜡꜡◄♃fi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

☺◒꜡꜡ⱪ꜡Ɑfi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

 ♅►ꜝⱶ  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

2- -4,6- ( ) -S-  
(  ◦ⱴ☺fi)  

ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

S-4- =N,N-  
 ♅○ⱬfi◌ꜟⱩ  

ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

ⱬfi♀fi ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

☿꜠fi ┘∕─  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝☿꜠fi≤⇔≡ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

 

 
 

▬○fi  ─ ⌐ ↕╣╢╙─⌐№∫≡│⁸ 
⁹ 

⌐ ↕╣╢╙─⌐№∫≡│⁸  

 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 80  

 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 80  

 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 70  

ⱡꜟⱴꜟⱫ◐◘fi  
 

 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

ⱨ▼ⱡכꜟ  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

◒꜡ⱶ  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

ⱴfi●fi  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

┤∫  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

 ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

  ꜞ♇♩ꜟ⌐≈⅝ Ⱶꜞ◓ꜝⱶ 

 ☿fi♅ⱷ3,000⅝≈⌐ꜟ♩כ  

                             ╟╡ ⇔™  

 ↓─ │⁸ ⌐ ╩ ∆╢ 46 188

⌐ →╢ ┘ 48 327 ─ ⌐

↕╣╢╖⌂⇔ ╩ ∆╢ ┘⌐ ⌐ ╢ ╩ ↄ⁹⌐≈™≡ ∆╢⁹ 

  ⌐≈™≡─ │⁸ ┘ ⌐ ↕╣╢ ⌐│ ⇔⌂™⁹ 

 ⌐≈™≡─ │⁸ ┘ ─ 24 267

109 ⌐ ↕╣╢ ─ ⌐ ∆╢╙─╩ ↄ⁹⌐ ↕╣╢ ⌐│ ⇔⌂™⁹ 

 ₈ ↕╣⌂™↓≤⁹₉≤│⁸ ⌐ →╢ ⌐╟╡ ─ ╩ ⇔√ ⌐⅔™≡⁸
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─ ╩ ╢↓≤╩™℮⁹ 

 ↓─ ⌐ →╢ ⌐ ╢ ─ │⁸ ╩ ╘╢ ⌐ ≠⅝ ⅜ ╘╢

╩ ╘╢ ─ ⌐ ≠ↄ ⅜ ╘╢ ⌐ ╢ 49 64

⌐╟╢╙─≤∆╢⁹ 

 
 

 ∕─ ─  

 

ủ ⌐ ∆╢  

ᵑ ⅜ ╩ ╗╙─≤⇔≡─ ╩ ↕∑╢ ─  

 

ќ ─ ─ ⌐ ≠ↄ ⅜ ╘╢   

39  

 

  

ᵒ ─ ⌐ ╢   

ќ  14 ─ 1 ⁸ ─  

     

 

ủ  http://www.env.go.jp/kijun/index.html 

 ŋ ⌐ ╢ 46 59  

ה ─ ─ ⌐ ∆╢  

ה    ─ ⌐ ∆╢ ⁸ ⁸   

     

 o ─ ⌐⅛⅛╢ 10  

 

 ɔ ♄▬○◐◦fi ⌐╟╢ ⁸ ─ ─ ─ ╩ ╗⁹ ┘ ─ ⌐ ╢

11 68  

 

 ᴖ ─ ⌐ ╢ 46  



 

 


